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※受け渡し概要図の中で用いている図の意味は、次の通り。 
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参照 

 
※異動年月日の年月又はサービス提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、本インタフェースにおいて 

「児童デイサービス」、「サービス利用計画作成費」及び「旧法施設支援」に関する内容は使用しない。 
異動年月日の年月又はサービス提供年月が平成 26 年 4 月以降の場合、本インタフェースにおいて 

「共同生活介護」に関する内容は使用しない。  
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１ 台帳管理業務 
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１．１ 受け渡し概要図 
１．１．１ 受給者情報受け渡し概要 

市町村 国保連合会 

    

1. 市町村は、受給者の情報に異動が発生した

場合、国保連合会に受給者異動連絡票情報

（基本情報・支給決定情報）を提出する。 

なお、当月提出分の異動連絡票情報に訂正

がある場合は国保連合会に連絡の上、受給

者訂正連絡票情報（基本情報・支給決定情

報）を提出する。 

 

2. 国保連合会は、受け付けた受給者異動連絡

票情報等について内容のチェックを行い、エラ

ーを発見した場合は市町村に取込エラーリス

ト、受付点検エラーリストを提供し、再提出を

依頼する。 

 
3. 市町村は、エラー内容の修正を行い、再度、

国保連合会に提出する。（以降、エラーが無く

なるまで繰り返す） 

 4. 異動・訂正連絡票情報により、台帳を更新した

結果を市町村に提供する。 

 

    

5. 市町村は、受給者台帳の誤りを発見した場

合、国保連合会に連絡の上、受給者訂正連絡

票情報を提出する。なお、当該訂正が給付実

績に影響がある場合には、過誤申立書情報も

提出する。 

6. 国保連合会は受け付けた受給者訂正連絡票

情報を基に受給者台帳の内容を更新する。そ

の際、エラーを発見した場合は取込エラーリス

ト、受付点検エラーリストを提供し、市町村に

再提出を依頼する。 

 7. 市町村は、エラー内容の修正を行い、再度、

国保連合会に提出する。（以降、エラーが無く

なるまで繰り返す） 8. 受給者訂正連絡票情報により、台帳を更新し

た結果を市町村に提供する。 

   

9. 市町村は、国保連合会が保有している受給者

台帳情報の出力を依頼する。 

なお、出力を依頼する時期は、当月処理分の

異動連絡票情報を含まないのであれば、第１

週とすることも可能。 

 

 

 

 

10. 市町村からの出力依頼により、受給者台帳の

内容を出力し、提供する。 

備考 
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  受給者情報受け渡し概要図 
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１．１．２ 市町村情報受け渡し概要 
市町村 国保連合会 

    

1. 市町村は、市町村又は政令市（行政区）の情

報に異動が発生した場合、国保連合会に市町

村異動連絡票情報（基本情報・独自助成情

報・行政区情報）を提出する。（※１） 

なお、当月提出分の異動連絡票情報に訂正

がある場合は国保連合会に連絡の上、市町

村訂正連絡票情報（基本情報・独自助成情

報・行政区情報）を提出する。 

 

2. 国保連合会は、受け付けた市町村異動連絡

票情報等について内容のチェックを行い、エラ

ーを発見した場合は取込エラーリスト、受付点

検エラーリストを提供し、市町村に再提出を依

頼する。 

 
3. 市町村は、エラー内容の修正を行い、再度、

国保連合会に提出する。（以降、エラーが無く

なるまで繰り返す） 

 4. 異動・訂正連絡票情報により、台帳を更新した

結果を市町村に提供する。 

 

    
5. 市町村は、市町村又は政令市（行政区）台帳

の誤りを発見した場合、国保連合会に連絡の

上、市町村訂正連絡票情報を提出する。 

なお、当該訂正が給付実績に影響がある場合

には、過誤申立書情報も提出する。 

6. 国保連合会は受け付けた市町村訂正連絡票

情報を基に市町村台帳の内容を更新する。そ

の際、エラーを発見した場合は取込エラーリス

ト、受付点検エラーリストを提供し、市町村に

再提出を依頼する。 

7. 市町村は、エラー内容の修正を行い、再度、

国保連合会に提出する。（以降、エラーが無く

なるまで繰り返す） 
8. 市町村訂正連絡票情報により、台帳を更新し

た結果を市町村に提供する。 

   

9. 市町村は、国保連合会が保有している市町村

台帳情報の出力を依頼する。 

なお、出力を依頼する時期は、当月処理分の

異動連絡票情報を含まないのであれば、第１

週とすることも可能。 

 

 

 

 
 

10. 市町村からの出力依頼により、市町村台帳の

内容を出力し、提供する。 

備考 

※１：市町村で独自助成を行っている場合は、市町村異動連絡票情報（独自助成情報）も併せて提出 

する。 
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  市町村情報受け渡し概要図 

月 週 市町村 国保連合会 

 

第
１
週 

  

 

第
２
週
以
降 

  

 

第
１
週 

  

第
２
週
以
降 

  

  

  

異 

動 

年 

月 

翌 

月 

（ 

処 

理 

年 

月 

） 

エラー エラー 
修正 

再提出依頼 

提出 

提出・連絡 

当 

月 

処 

理 

分 

訂 

正 

・ 

台 

帳 
出 

力 

依 

頼 

月 

出力依頼 

提供 

市町村台帳情報出力 

提供 市町村情報 
更新結果情報 

更新結果 
提供 

提出・連絡 

エラー 再提出依頼 

提供 更新結果 
提供 

内容チェック 

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
台
帳
の
訂
正 

修正・提出 

市町村訂正 
連絡票情報 

市町村訂正 
連絡票情報 

市町村情報 
更新結果情報 

市町村台帳

情報 

修正・提出 

異動・訂正連絡票情報 
台帳登録 

訂正連絡票情報 
台帳登録 

取込 
エラーリスト 

受付点検 
エラーリスト 

取込 
エラーリスト 

受付点検 
エラーリスト 

受付処理 
市町村異動 
連絡票情報 

内容チェック 

受付処理 

エラー 
修正 

市町村台帳情報 
出力依頼 

市町村台帳 
情報提供 



 

- ６ - 

１．１．３ 受給者情報突合情報受け渡し概要 
市町村 国保連合会 

    

1. 市町村は、受給者の情報を提出し、国保連合

会保有の受給者台帳との突合を依頼する。 

 

2. 国保連合会は、受け付けた受給者情報突合

情報について内容のチェックを行い、エラーを

発見した場合は取込エラーリストを提供し、市

町村に再提出を依頼する。 

 3. 市町村は、エラー内容の修正を行い、再度、国

保連合会に提出する。（以降、エラーが無くな

るまで繰り返す） 

4. 内容をチェックした受給者情報突合情報と、国

保連合会保有の受給者台帳を突合する。 

 

5. 受給者情報突合により、突合した結果を市町

村に提供する。 

6. 市町村は突合の結果を確認し、国保連合会か

ら提供された受給者情報突合結果を基に、必

要に応じて受給者異動連絡票情報又は受給

者訂正連絡票情報を作成し、国保連合会に提

出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考 

１． 突合情報の交換は月次の業務ではなく、国保連合会と調整の上、突合処理の時期を決定する。 

２． 突合によってエラーを発見し、国保連合会の受給者台帳に誤りがある場合、市町村は異動連絡票情

報もしくは訂正連絡票情報を国保連合会に提出する。 
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  受給者情報突合情報受け渡し概要図 

月 週 市町村 国保連合会 

 

第
２
週
以
降 
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合 
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修正 
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エラーリスト 

受給者情報 
突合情報 受付処理 

内容チェック 

受給者情報 
突合結果情報 

受給者情報突合 
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１．２ インタフェース一覧 
１．２．１ 異動情報（入力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) E111 受給者異動連絡票情報 

（基本情報） 

受給者の新規登録及び変更時に

作成する情報（障害支援区分や利

用者負担上限額、各種減免等の

基本情報） 

市町村 

→ 

国保連合会 

月次 伝送 

(2) E121 受給者異動連絡票情報 

（支給決定情報） 

受給者の新規登録及び変更時に

作成する情報（受給者の決定サー

ビスや支給期間等の支給決定内

容の情報） 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

月次 伝送 

(3) E161 市町村異動連絡票情報 

（基本情報） 

市町村の新規登録・廃止、所在

地・連絡先等の変更時に作成する

情報 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

変更時 伝送 

(4) E171 市町村異動連絡票情報 

（独自助成情報） 

市町村の独自助成の新規登録及

び変更時に作成する情報 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

変更時 伝送 

(5) E181 市町村異動連絡票情報 

（行政区情報） 

政令市における行政区の登録及

び変更時に作成する情報 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

変更時 伝送 

  
１．２．２ 訂正情報（入力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) E211 受給者訂正連絡票情報 

（基本情報） 

国保連合会へ登録済みの受給者

情報に対する訂正情報（障害支援 

区分や利用者負担上限額、各種

減免等の基本情報） 

 

市町村 

→ 

国保連合会 

訂正時 伝送 

(2) E221 受給者訂正連絡票情報 

（支給決定情報） 

国保連合会へ登録済みの受給者

情報に対する訂正情報（受給者の

決定サービスや支給期間等の支

給決定内容の情報） 

 

市町村 

→ 

国保連合会 

訂正時 伝送 

(3) E261 市町村訂正連絡票情報 

（基本情報） 

国保連合会へ登録済みの市町村

情報（基本情報）に対する訂正情

報 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

訂正時 伝送 

(4) E271 市町村訂正連絡票情報 

（独自助成情報） 

国保連合会へ登録済みの市町村

情報（独自助成情報）に対する訂

正情報 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

訂正時 伝送 

(5) E281 市町村訂正連絡票情報 

（行政区情報） 

国保連合会へ登録済みの政令市

情報（行政区情報）に対する訂正

情報 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

訂正時 伝送 
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１．２．３ 更新結果情報（出力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) E311 受給者情報更新結果情報

（基本情報） 

受給者異動（訂正）連絡票情報の

更新結果情報（障害支援区分や利

用者負担上限額、各種減免等の基

本情報） 

 

国保連合会 

→ 

市町村 

月次 伝送 

(2) E321 受給者情報更新結果情報

（支給決定情報） 

受給者異動（訂正）連絡票情報の

更新結果情報（受給者の決定サー

ビスや支給期間等の支給決定内

容の情報） 

 

国保連合会 

→ 

市町村 

月次 伝送 

(3) E361 市町村情報更新結果情報

（基本情報） 

市町村異動（訂正）連絡票情報（基

本情報）の更新結果情報 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

変更時 伝送 

(4) E371 市町村情報更新結果情報

（独自助成情報） 

市町村異動（訂正）連絡票情報（独

自助成情報）の更新結果情報 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

変更時 伝送 

(5) E381 市町村情報更新結果情報

（行政区情報） 

市町村異動（訂正）連絡票情報（行

政区情報）の更新結果情報 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

変更時 伝送 

  
１．２．４ 国保連合会台帳情報（出力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) E411 受給者台帳情報 

（基本情報） 

 

国保連合会保有の受給者台帳情

報（基本情報） 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 伝送 

(2) E421 受給者台帳情報 

（支給決定情報） 

 

国保連合会保有の受給者台帳情

報（支給決定情報） 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 伝送 

(3) E461 市町村台帳情報 

（基本情報） 

国保連合会保有の市町村台帳情

報（基本情報） 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 伝送 

(4) E471 市町村台帳情報 

（独自助成情報） 

国保連合会保有の市町村台帳情

報（独自助成情報） 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 伝送 

(5) E481 市町村台帳情報 

（行政区情報） 

国保連合会保有の市町村台帳情

報（行政区情報） 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 伝送 
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１．２．５ 受給者情報突合情報（入力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) E511 受給者情報突合情報 

（基本情報） 

国保連合会保有の受給者台帳情

報との突合用受給者情報（基本情

報） 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

依頼時 伝送 

 

(2) E521 受給者情報突合情報 

（支給決定情報） 

国保連合会保有の受給者台帳情

報との突合用受給者情報（支給決

定情報） 

市町村 

→ 

国保連合会 

 

依頼時 伝送 

 

  
１．２．６ 受給者情報突合結果情報（出力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) E611 受給者情報突合結果情報

（基本情報） 

受給者情報の突合結果（基本情

報） 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 伝送 

 

(2) E621 受給者情報突合結果情報

（支給決定情報） 

受給者情報の突合結果（支給決定

情報） 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 伝送 

 

  
１．２．７ 取込エラーリスト（出力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) ECA1 受給者台帳 

取込エラーリスト 

受給者異動・訂正連絡票情報（基

本情報・支給決定情報）取込時の

エラーリスト 

 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

月次 PDF 

 

(2) ECB1 市町村台帳 

取込エラーリスト 

市町村異動・訂正連絡票情報（基

本情報・独自助成情報・行政区情

報）取込時のエラーリスト 

 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

変更時 PDF 

 

(3) ECC1 受給者情報突合情報 

取込エラーリスト 

受給者情報突合情報（基本情報・

支給決定情報）取込時のエラーリス

ト 

 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

依頼時 PDF 
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１．２．８ 受付点検エラーリスト（出力情報） 

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

(1) EDA1 受給者台帳 

受付点検エラーリスト 

（基本情報） 

受給者異動・訂正連絡票情報（基本

情報）受付点検時のエラーリスト 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

月次 PDF 

 

(2) EDB1 受給者台帳 

受付点検エラーリスト 

（支給決定情報） 

受給者異動・訂正連絡票情報（支給

決定情報）受付点検時のエラーリス

ト 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

月次 PDF 

 

(3) EDC1 市町村台帳 

受付点検エラーリスト 

（基本情報） 

市町村異動・訂正連絡票情報（基本

情報）受付点検時のエラーリスト 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

変更時 PDF 

 

(4) EDD1 市町村台帳 

受付点検エラーリスト 

（独自助成情報） 

市町村異動・訂正連絡票情報（独自

助成情報）受付点検時のエラーリス

ト 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

変更時 PDF 

 

(5) EDE1 市町村台帳 

受付点検エラーリスト 

（行政区情報） 

市町村異動・訂正連絡票情報（行政

区情報）受付点検時のエラーリスト 

国保連合会 

→ 

市町村 

 

変更時 PDF 
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１．３ 項目説明 
本節では、「インタフェース仕様書 共通編 １．２．２（２）レコードフォーマット」のデータレコードフォーマ

ットにおいて“データ”として記載されている項目の各交換情報のインタフェースについて記載する。 
 

１．３．１ 受給者異動連絡票情報（基本情報）（E111） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（基本情報）

に変更等が生じた年月（西暦年月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定す

る 

◎ ※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（基本情報）

の異動事由を設定する 
◎ ※Ｃ 

５ 証記載市町村番号 コード値 6 
受給者証記載の市町村番号を設定

する 
◎ ※Ｃ 

６ 政令市市町村番号 コード値 6 

政令市が受給者を行政区で分けて管

理する場合のみ政令市の市町村番

号を設定する 

○ ※Ｃ 

７ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ◎ ※Ｃ 

８ 障害区分コード コード値 2 障害区分コードを設定する ◎ ※Ｃ 

９ 
受
給
者
情
報 

受給者氏名（カナ） 英数 25 受給者氏名カナを設定する ◎ ※２ 

１０ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
◎ ※Ｙ 

１１ 

児
童
情
報 

児童氏名（カナ） 英数 25 児童氏名カナを設定する ○ ※２ 

１２ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
○ ※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１３ 

障
害
支
援
区
分
情
報 

障害支援区分コード 英数 2 
認定した障害支援区分コードを設定

する 
◎ 

※Ｃ 

※１５ 

１４ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

障害支援区分認定有効期間の開始

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ 

※３ 

※１５ 

※Ｙ 

１５ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

障害支援区分認定有効期間の終了

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ 
※１５ 

※Ｙ 

１６ 

利
用
者
負
担
上
限
額
情
報 

所得区分コード 英数 2 
決定された所得区分コードを設定す

る 
◎ ※Ｃ 

１７ 個別減免有無 コード値 1 個別減免の有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

※１０ 

１８ 
生保移行防止有無 

（定率負担） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

１９ 利用者負担上限月額 数値 6 利用者負担上限月額を設定する ◎ ※４ 

２０ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

利用者負担上限月額の有効期間の

開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ 
※５ 

※Ｙ 

２１ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

利用者負担上限月額の有効期間の

終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ ※Ｙ 

２２ 

補
足
給
付
情
報 

補足給付有無 コード値 1 補足給付の有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

※１１ 

２３ 
生保移行防止有無 

（補足給付） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

※１１ 

２４ 補足給付額（日額） 数値 4 補足給付額（日額）を設定する ○ ※１１ 

２５ 
補足給付有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の開始

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ 

※６ 

※Ｙ 

※１１ 

２６ 
補足給付有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の終了

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ 
※Ｙ 

※１１ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

２７ 

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
情
報 

上限額管理有無 コード値 1 上限額管理の有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

２８ 
上限額管理 

事業所番号 
コード値 10 

上限額管理を行う事業所番号を設定

する 
○ ※Ｃ 

２９ 
上限額管理有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

○ ※Ｙ 

３０ 
上限額管理有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

○ 

※Ｙ 

（終了時のみ設定

する） 

３１ 

計
画
相
談
支
援
情
報 

計画相談支援有無 コード値 1 計画相談支援有無を設定する ◎ 

1:無し 

2:有り 

※１２ 

３２ 
計画相談支援 

事業所番号 
コード値 10 

計画相談支援を行う事業所番号を設

定する 
○ 

※Ｃ 

※１２ 

３３ 

計画相談支援 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

計画相談支援有効期間の開始年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○ 

※Ｙ 

※１２ 

※１４ 

※１６ 

３４ 

計画相談支援 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

計画相談支援有効期間の終了年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○ 

※Ｙ 

※１２ 

※１４ 

※１６ 

３５ 

給
付
費
等
の
額
の
特
例
情
報 

市町村が定める額の

適用有無 
コード値 1 

法第三十一条（災害その他の厚生労

働省令で定める特別の事情）に基づく

市町村が定める額の適用有無を設定

する 

◎ 

1:無し  

2:有り 

※１３ 

３６ 市町村が定める額 数値 6 

法第三十一条（災害その他の厚生労

働省令で定める特別の事情）に基づく

市町村が定める額を設定する 

○ ※７ 

３７ 

市町村が定める額の

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定め

る 額 の 開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ 
※Ｙ 

※１３ 

３８ 

市町村が定める額の

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定め

る 額 の 終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ 
※Ｙ 

※１３ 

３９ 
特定旧法受給者区分 

（経過措置対象者） 
コード値 1 

特定旧法受給者（経過措置対象者）

の場合に設定する 
◎ 

1:対象外  

2:対象(通所) 

3:対象(入所) 

※８ 

４０ 独自助成対象者区分 コード値 1 独自助成対象者の場合に設定する ◎ 
1:対象外  

2:対象 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

４１ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 介護保険給付対象者有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

※９ 

４２ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 重度包括支援対象者有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

※９ 

４３ 食
事
提
供
体
制
加
算
情
報 

食事提供体制加算 

対象者有無 
コード値 1 

食事提供体制加算対象者有無を設

定する 
◎ 

1:無し  

2:有り 

４４ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

食事提供体制加算適用有効期間の

開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

４５ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

食事提供体制加算適用有効期間の

終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 
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※１：必須入力 ◎：必須､○：決定内容により必須､△：任意設定､空白：不要 

※２：カナ名の設定ができない場合は、半角文字のダミーデータ等を設定する。 

※３：障害支援区分の変更において、月途中で変更された場合の報酬区分は、月単位の適用とはせず、

変更の前後におけるそれぞれの区分に応じて日単位で報酬区分を適用するため、障害支援区分を

変更した日を設定する。 

※４：境界層対象者に対する定率負担の軽減措置を実施している場合は、定率負担に対する上限月額の

代わりに減免後の利用者負担上限月額を設定する。また、異動年月日の年月が平成 22 年 4 月以降

の場合でかつ所得区分コードが次のいずれかの場合は、「0」（0 円）を設定する。 

（「01:生活保護」「02:低所得１」「03:低所得２」「99:その他」） 

※５：世帯員構成等世帯の状況が変化し、利用者負担上限月額を変更する場合は、翌月初日を設定する。

また、申請日が月の初日の場合、該当月の初日を設定する。 

※６：補足給付額（日額）が変更になる場合は、翌月初日を設定する。また、申請日が月の初日の場合、

該当月の初日を設定する。 

※７：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合は、障害者自立支援法第三十一条に基づく給付率

（90～100 の値）を設定する。 

※８：特定旧法受給者（経過措置対象者）で通所施設の場合は、「2:対象（通所）」を設定し、入所施設の場

合は、「3:対象（入所）」を設定する。また、通所施設の場合に別施設等に移動した場合は、特定旧

法受給者（経過措置対象者）対象外となるため、「1:対象外」を設定し、受給者異動連絡票情報を作

成する。 

※９：官報号外第２２４号厚生労働省告示第五百三十号記載の介護保険給付対象者および報酬告示第８

の重度障害者等包括支援サービス費の注 1 に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状

態である者の有無を設定する。 

なお、本項目は国庫負担基準の対象者を区別するための項目であり、以下の点に留意し受給者異

動連絡票情報を作成すること。 

     ①介護保険給付対象者となる場合は、介護保険給付対象者となる翌月の「異動年月日」で受給

者異動連絡票情報を作成すること。 

     ②重度包括支援対象者となる場合は、重度包括支援対象者となる当月の「異動年月日」で受給

者異動連絡票情報を作成すること。 

    ＜作成例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ａさんが介護保険給付対象者となる場合（異動年月日を翌月で設定） 
異動年月日 受給者証番号 介護保険給付対象者有無 重度包括支援対象者有無 ・・・ 

20080501 1111111111 2：有り 1：無し ・・・ 

 

     Ｂさんが重度包括支援対象者となる場合（異動年月日を当月で設定） 
異動年月日 受給者証番号 介護保険給付対象者有無 重度包括支援対象者有無 ・・・ 

20080401 2222222222 1：無し 2：有り ・・・ 

 

 

2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 

 介護保険給付対象者 

 重度包括支援対象者  Ｂさん（2222222222） 

対象者（受給者証番号） 

 Ａさん（1111111111） 

 介護保険給付対象者適用 

 重度包括支援対象者適用 

対象者となる翌月から適用 

対象者となる当月から適用 
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※１０：異動年月日の年月が平成 22 年 4 月以降の場合は、「1:無し」を設定する。 

※１１：障害者支援施設又は旧法指定施設の入所者のうち補足給付の支給対象となる者については、本

項目に補足給付情報を設定する（共同生活介護、共同生活援助の補足給付情報は本項目に設定

しない）。 

※１２：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合は、サービス利用計画作成情報を設定する。 

※１３：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合は、障害者自立支援法第三十一条に基づく給付

率の情報を設定する。 

※１４：異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降の場合は、計画相談支援対象者が利用する障害福祉サ

ービスの支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間のうち最長の有効期間と同一の期間を

設定する。 

※１５：異動年月日の年月が平成 26 年 3 月以前の場合は、障害程度区分情報を設定する。 

※１６：計画相談支援において異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降の場合は、計画相談支援対象者

が利用する障害福祉サービスの支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間のうち最長の有

効期間と同一の期間を設定する。なお、開始年月日の（日）は 1 日を設定し、終了年月日の（日）は、

当該終了年月の末日を設定する。 

 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．２ 受給者異動連絡票情報（支給決定情報）（E121） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）

に 変 更 等 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定する 

◎ ※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（支給決定情報）

の異動事由を設定する 
◎ ※Ｃ 

５ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ◎ ※Ｃ 

６ 政令市市町村番号 コード値 6 

政令市が受給者を行政区で分けて管理

する場合のみ政令市の市町村番号を設

定する 

○ ※Ｃ 

７ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ◎ ※Ｃ 

８ 決定サービスコード コード値 6 決定したサービスのコードを設定する ◎ ※Ｃ 

９ 旧障害程度区分等コード 英数 2 

障害児が短期入所する場合の単価区

分、旧法施設の場合の程度区分を設定

する 

○ 
※２ 

※Ｃ 

１０ 決定支給量 数値 8 
決定した支給量（上 6 桁整数部､下 2 桁小

数部）を設定する 
○ ※３ 

１１ １回当たりの最大提供量 数値 5 

居宅介護において１回当たりの最大提供

量（上 3 桁整数部下 2 桁小数部）を設定

する 

○  

１２ 支給量単位区分 コード値 1 決定した支給量の単位区分を設定する ○ ※Ｃ 

１３ 
決定支給期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

決定サービスの有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ 

※Ｙ 

※４ 

１４ 
決定支給期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

決定サービスの有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ 

※Ｙ 

※４ 

１５ 相互利用対象者区分 コード値 1 
相互利用者対象者の場合、対象者区分

を設定する 
○ 

1:身体 

2:知的 

3:精神 
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※１：必須入力 ◎：必須､○：決定内容により必須､△：任意設定､空白：不要 

※２：障害児が短期入所（医療型・福祉型に関わらず）する場合は単価区分（区分 1～3）、旧法施設サー

ビスを受ける場合は、程度区分（区分Ａ～Ｃ）に該当する旧障害程度区分等コードを設定する。なお、

精神障害者が旧法施設サービスを受ける場合は、設定しない。 

※３：次のサービスにおける「決定支給量」の設定は、以下のとおりとする。 

（１）入所施設等 ：療養介護、共同生活介護、施設入所支援、旧法施設支援（入所）、 

宿泊型自立訓練、共同生活援助 

  ①決定支給量：「当該月の日数／月」 

  ②設定方法 ：設定しない。 

  ③点検方法 ：決定支給量が設定されていれば、決定支給量と実績を点検する。 

また、設定されていない場合は、国保連合会にて該当月の日数を算定し、実績との点

検を行う。当該月の日数を超過した場合は「エラー」とする。 

なお、国保連合会に同じサービス提供年月に対する複数の支給決定情報（複数の決

定支給量）が存在する場合は、最新の異動年月日の支給決定情報に設定されている

決定支給量を使用して実績との点検を行う。また、月途中での開始や終了となる支給

決定情報についても、最新の異動年月日の支給決定情報に設定されている決定支給

量を使用して実績との点検を行う。 

（２）通所施設等：生活介護、旧法施設支援（通所）、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 

  ①決定支給量：「当該月の日数から 8 日を控除した日数／月」 

  ②設定方法 ：設定しない（通所サービスを 2 つ支給決定している場合は、それぞれの決定支給量を 

決定するが、当該月の日数を超過しないものとする）。 

  ③点検方法 ：決定支給量が設定されていれば、決定支給量と実績を点検する。 

また、設定されていない場合は、国保連合会にて該当月の日数から 8 日を控除した日

数を算定し、実績を点検する。また、決定支給量を超過した場合は、「エラー」とする。 

なお、国保連合会に同じサービス提供年月に対する複数の支給決定情報（複数の決定

支給量）が存在する場合は、最新の異動年月日の支給決定情報に設定されている決

定支給量を使用して実績との点検を行う。また、月途中での開始や終了となる支給決

定情報についても、最新の異動年月日の支給決定情報に設定されている決定支給量

を使用して実績との点検を行う。 

※利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等の考え方は、次頁の通り。 

（３）重度障害者等包括支援 

  ①決定支給量：「（○○単位×当該月の日数）／月」 

  ②設定方法 ：1 日当たりの単位数を設定する。 

  ③点検方法 ：国保連合会にて「該当月の日数×1 日当たりの単位数」を算定し、実績を点検する。 
決定支給量を超過した場合は、「エラー」とする。 

（４）共同生活介護特定障害者特別給付、共同生活援助特定障害者特別給付 

  ①決定支給量：なし 

  ②設定方法 ：設定しない。 

  ③点検方法 ：国保連合会にて決定支給期間と実績を点検する。 
決定支給期間外の場合は「エラー」とする。 
なお、補足給付の上限額と実績（給付費請求額）を点検する。1 事業所からの請求にお

いて、実績（給付費請求額）が上限額を超過した場合は、「エラー」とする。複数事業所

からの請求において、各事業所からの実績（給付費請求額）の合計が上限額を超過し

た場合は「警告」とする。 
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（５）計画相談支援 

  ①決定支給量：なし 

  ②設定方法 ：設定しない。 

  ③点検方法 ：なし 
（６）地域移行支援、地域定着支援 

  ①決定給付量：「当該月の日数／月」 

  ②設定方法 ：設定しない。 

  ③点検方法 ：なし 

（７）共同生活援助（受託居宅介護サービス費） 

  ①決定支給量：「当該月の時間数／月」 

  ②設定方法 ：1 月当たりの時間数を 0.25（15 分）単位で設定する。 

           例：99.25 時間→00009925（または 9925） 

  ③点検方法 ：国保連合会にて決定支給量と実績を点検する。 

※４：計画相談支援において異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降の場合は、計画相談支援対象者が

利用する障害福祉サービスの支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間のうち最長の有効

期間と同一の期間を設定する。なお、開始年月日の（日）は 1 日を設定し、終了年月日の（日）は、

当該終了年月の末日を設定する。 

 
※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。
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＜利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等の考え方＞ 

１．利用日数の原則と例外 

（１）原則：1 人の障害者が 1 月に通所施設を利用できる日数は、「原則の日数」（各月の日数から 8 を差し

引いた日数）を基本とする。 

（２）例外： 

①事業所が都道府県に届け出た場合 

   通所施設の事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、都道府県に届

け出ることにより、当該施設が特定する「対象期間」（3 ヶ月以上 1 年以内の期間）において、利用日数

の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができる。 

②市町村が判断した場合 

   ①に該当しない場合であっても、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があ

るなど、利用者の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用する

ことができる。 

   市町村が必要と判断した場合は、事前に支給決定で支給量を調整することとなる（事業所の請求後

に市町村が判断し利用を認めることはない）。この場合、月の利用日数が支給量の範囲内であること。

また、事業所が都道府県に届け出ており、市町村が支給量を調整している場合は、「対象期間」におけ

る利用日数の総和が、「対象期間」の支給量の総和の範囲内であること（総和の範囲内であれば、月の

支給量を超過しても利用することができる）。 

 

２．インタフェースにおける決定支給量の設定方法 

（１）対象サービス：生活介護、旧法施設支援（通所）、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 

（２）決定支給量の設定： 

  ①決定支給量を設定しない ： 国保連合会では、「原則の日数」と判断し、点検を行う。 

  ②決定支給量を設定する  ： 国保連合会では、設定されている支給量にて点検を行う。 

  ※利用日数に係る特例に関しては、原則的な考え方として「本体報酬が算定された日」で点検を行う。 

（３）「対象期間」における「原則の日数」の総和の考え方（例）： 

  ①決定支給量を設定しない ： 「対象期間」の「原則の日数」の総和 

  ②決定支給量を設定する  ： 「対象期間」の決定支給量の総和 

No 支給決定 
サービス提供 

事業所 

特例届 

有無 
対象期間 

対象期間 

（総和計算用）（※１） 

「原則の日数」 

の総和 

１ 就労継続 B 「原則の日数」 Ａ社 あり 6 月～8 月 6 月～8 月 68 

２ 就労継続 B 「原則の日数」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 

6 月～10 月 113 
Ｂ社 あり 6 月～10 月 

３ 就労継続 B 「原則の日数」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 

6 月～10 月 113 
Ｂ社 あり 8 月～10 月 

４ 就労継続 B 「原則の日数」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 6 月～8 月 68 

Ｂ社 あり 10 月～12 月 10 月～12 月 68 

５ 就労継続 B 「原則の日数」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 

6 月～8 月 68 
Ｂ社 なし － 

６ 就労継続 B 「15 日」 Ａ社 あり 6 月～8 月 6 月～8 月 45 

７ 就労継続 B 「15 日」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 

6 月～10 月 75 
Ｂ社 あり 6 月～10 月 

８ 就労継続 B 「15 日」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 

6 月～10 月 75 
Ｂ社 あり 8 月～10 月 

９ 就労継続 B 「15 日」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 6 月～8 月 45 

Ｂ社 あり 10 月～12 月 10 月～12 月 45 

１０ 就労継続 B 「15 日」 
Ａ社 あり 6 月～8 月 

6 月～8 月 45 
Ｂ社 なし － 

１１ 
就労継続 B「16 日」 

生活訓練「7 日」 

Ａ社（就労） あり 6 月～8 月 6 月～8 月 48 

Ｂ社（生活） あり 6 月～10 月 6 月～10 月 35 

１２ 
就労継続 B「16 日」 

生活訓練「7 日」 

Ａ社（就労） あり 6 月～8 月 6 月～8 月 48 

Ｂ社（生活） あり 8 月～10 月 8 月～10 月 21 

１３ 
就労継続 B「16 日」 

生活訓練「7 日」 

Ａ社（就労） あり 6 月～8 月 6 月～8 月 48 

Ｂ社（生活） あり 10 月～12 月 10 月～12 月 21 

１４ 
就労継続 B「16 日」 

生活訓練「7 日」 

Ａ社（就労） あり 6 月～8 月 6 月～8 月 48 

Ｂ社（生活） なし － － － 

※１：対象期間が複数ある場合の対象期間の考え方 
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３．点検内容（以下事例は、サービス提供量と契約量が同一での説明である） 

３．１． 1 事業所から請求があった場合（同じ決定サービスコードの場合） 

（１）決定支給量を設定しない場合 

  ①事業所が特例利用日数の届出書を提出している 

No サービス提供量 

点検結果 

対象期間の「原則の日数」 

の総和以内 

対象期間の「原則の日数」 

の総和超過 

1 「原則の日数」より小さい 正常 エラー 

2 「原則の日数」と同じ 正常 エラー 

3 「原則の日数」より大きい 正常 エラー 

4 [提供月の暦日数]より大きい エラー エラー 

 

  ②事業所が特例利用日数の届出書を提出していない 

No サービス提供量 点検結果（※１） 

1 「原則の日数」より小さい 正常 

2 「原則の日数」と同じ 正常 

3 「原則の日数」より大きい エラー 

4 [提供月の暦日数]より大きい エラー 

   ※１：特例利用日数の届出無しのため、対象期間の「原則の日数」の総和は点検しない。 

 

（２）決定支給量を設定している場合（市町村が利用日数を調整している） 

  ①事業所が特例利用日数の届出書を提出している 

No サービス提供量 

点検結果 

対象期間の「決定支給量」 

の総和以内 

対象期間の「決定支給量」 

の総和超過 

1 決定支給量より小さい 正常 エラー 

2 決定支給量と同じ 正常 エラー 

3 決定支給量より大きい 正常 エラー 

4 [提供月の暦日数]より大きい エラー エラー 

 

  ②事業所が特例利用日数の届出書を提出していない 

No サービス提供量 点検結果（※１） 

1 決定支給量より小さい 正常 

2 決定支給量と同じ 正常 

3 決定支給量より大きい エラー 

4 [提供月の暦日数]より大きい エラー 

   ※１：特例利用日数の届出無しのため、対象期間の「決定支給量」の総和は点検しない。 
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３．２． 2 事業所から請求があった場合（異なる決定サービスコードの場合） 

（１）決定支給量を設定している場合（市町村が利用日数を調整している） 

  ①2 事業所ともに特例利用日数の届出書を提出している 

  ｱ）2 事業所合計のサービス提供量が提供月の暦日数を超えていないか点検する。 

No 2 事業所のサービス提供量合計 点検結果 

1 「提供月の暦日数」より小さい 正常で次の点検に進む 

2 「提供月の暦日数」と同じ 正常で次の点検に進む 

3 「提供月の暦日数」より大きい エラー（2 事業所とも） 

 

  ｲ）2 事業所毎に決定支給量を超過していないか、対象期間の「決定支給量」の総和を 

超えていないか点検する。 

No サービス提供量（※１） 

点検結果 

対象期間の「決定支給量」 

の総和（※１）以内 

対象期間の「決定支給量」 

の総和（※１）超過 

1 決定支給量より小さい 正常 エラー 

2 決定支給量と同じ 正常 エラー 

3 決定支給量より大きい 正常 エラー 

   ※１：同じ決定サービスコードの場合は、２事業所合計のサービス提供量でチェックを行う。 

 

  ②2 事業所ともに特例利用日数の届出書を提出していない 

  ｱ）2 事業所合計のサービス提供量が提供月の決定支給量を超えていないか点検する。 

No 2 事業所のサービス提供量合計 点検結果 

1 決定支給量より小さい 正常 

2 決定支給量と同じ 正常 

3 決定支給量より大きい エラー（2 事業所とも） 

 

  ③1 事業所は特例利用日数の届出書を提出していて、もう一方は提出していない 

  ｱ）2 事業所合計のサービス提供量が提供月の暦日数を超えていないか点検する。 

No 2 事業所のサービス提供量合計 点検結果 

1 [提供月の暦日数]より小さい 正常で次の点検に進む 

2 [提供月の暦日数]と同じ 正常で次の点検に進む 

3 [提供月の暦日数]より大きい エラー（2 事業所とも） 

 

  ｲ）特例利用日数の届出有りの事業所については、対象期間の「決定支給量」の総和を 

超えていないか点検する。 

No サービス提供量（※１） 

点検結果 

対象期間の「決定支給量」 

の総和（※１）以内 

対象期間の「決定支給量」 

の総和（※１）超過 

1 決定支給量より小さい 正常 エラー 

2 決定支給量と同じ 正常 エラー 

3 決定支給量より大きい 正常 エラー 

   ※１：同じ決定サービスコードの場合は、2 事業所合計のサービス提供量でチェックを行う。 

 

  ｳ）特例利用日数の届出無しの事業所については、決定支給量を超えていないか点検する。 

No サービス提供量 点検結果（※１） 

1 決定支給量より小さい 正常 

2 決定支給量と同じ 正常 

3 決定支給量より大きい エラー 

   ※１：特例利用日数の届出無しのため、対象期間の「原則の日数」の総和は点検しない。 

なお、同じ決定サービスコードの場合は、上記③ｲ）※１のチェックを行う。 
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受給者異動連絡票情報 ファイル構成図 

レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

   

： 

市
町
村
単
位
で
１
フ
ァ
イ
ル
（※
） 

 

受給者異動連絡票情報ファイル 

受給者異動連絡票情報（基本情報）レコード 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）レコード 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）レコード 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）レコード 

： 

受
給
者
情
報
１
件
分 

 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（基
本
情
報
の
み
の
変
更
） 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（支
給
決
定
情
報
の
み
の
変
更
） 

受給者異動連絡票情報（基本情報）レコード 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）レコード 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）レコード 

※政令市で受給者証に記載する市町村番号を行政区毎に分けている場合であっても、 
政令市単位で 1 ファイルとする 
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１．３．３ 市町村異動連絡票情報（基本情報）（E161） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力（※１） 
備考 

新規 変更 終了 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（基本情報）

に変更等が生じた年月（西暦年月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定す

る 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（基本情報）

の異動事由を設定する 
◎ ◎ ◎ 01（固定値） 

５ 市町村番号 コード値 6 市町村番号を設定する ◎ ◎ ◎ 
※Ｃ 

※４ 

６ 市町村名（カナ） 英数 40 市町村名カナを設定する △ △ △ ※４ 

７ 市町村名（漢字） 漢字 40 市町村名を全角文字で設定する ◎ ◎ ◎ ※４ 

８ 有効開始日 コード値 8 
有 効 開 始 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ◎ ◎ 

※２ 

※４ 

※Ｙ 

９ 有効終了日 コード値 8 
有 効 終 了 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
  ◎ 

※Ｙ 

※４ 

１０ 市町村区分 コード値 1 市町村区分を設定する ◎ ◎ ◎ 

1:単独市町村 

2:政令市 

3:都道府県 

※３ 

※４ 

１１ 郵便番号 コード値 7 郵便番号を設定する ◎ ◎ ◎ ※４ 

１２ 電話番号 英数 15 市町村の電話番号を設定する ◎ ◎ ◎ ※４ 

１３ 住所（カナ） 英数 75 市町村の住所をカナ文字で設定する △ △ △ ※４ 

１４ 住所（漢字） 漢字 128 市町村の住所を全角文字で設定する ◎ ◎ ◎ ※４ 

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。 
（◎：必須､○：パターン毎に必須、△：任意設定､空白：不要） 

※２：有効開始日は、障害者総合支援法の障害福祉サービスの給付に係わる各種業務を行うものとして、

その効力が発生した日付であり、情報の登録（変更）日ではない。仮に市町村の所在地や連絡先等

に変更が生じた場合であっても有効開始日に変更はない。 

※３：政令市が受給者を行政区で分けて管理せず、単独市町村とする場合は、1 を設定する。 

※４：処遇改善助成金（※５）の障害福祉サービスの請求事務に関連して、都道府県が本インタフェースを

使用し、国保連合会へ都道府県の情報を提出する。そのため、各項目には都道府県の内容を設定

する（市町村番号には、都道府県等番号を設定し、市町村区分には、「3:都道府県」を設定する等）。 

なお、処遇改善助成金（※５）は平成 21 年 10 月のサービス提供分からの開始であるため、有効開始

日には、「20091001」を設定する。 

※５：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 
※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．４ 市町村異動連絡票情報（独自助成情報）（E171） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力（※１） 
備考 

新規 変更 終了 

１ 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別する

ための番号 
◎ ◎ ◎ ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（独

自助成情報）に変更等が生

じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

（YYYYMM））と連番（異動

順）を設定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 コード値 2 

市町村異動連絡票情報（独

自助成情報）の異動事由を

設定する 

◎ ◎ ◎ 01（固定値） 

５ 市町村番号 コード値 6 市町村番号を設定する ◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

６ 

独
自
助
成
情
報 

助成自治体番号 コード値 6 
助成自治体がある場合、市

町村番号を設定する 
◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

７ 
助成対象サービス 

種類 
コード値 2 

独自助成対象のサービス

種類コードを設定する 
◎ ◎ ◎ 

※２ 

※Ｃ 

８ 助成率 数値 3 

確定後のサービス種類毎

の利用者負担額に対して、

助成する率を設定する 

◎ ◎ ◎ ※３ 

９ 
助成有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の開

始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

１０ 
助成有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の終

了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

  ◎ ※Ｙ 

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。 

（◎：必須､○：パターン毎に必須、△：任意設定､空白：不要） 

※２：障害福祉サービスのサービス種類コードを設定する。 

※３：確定後のサービス種類毎の利用者負担額に対しての助成率を設定する。 

   （例えば、確定後の利用者負担の 70％助成するのであれば、「70」と設定。） 

   助成率を用いずに独自助成を行う場合は、助成率に「999」を設定する。設定した場合は、請求明細

書の自治体助成分請求額の点検（確定後の利用者負担額×助成率＝自治体助成分請求額である

ことのチェック）を行わない（自治体助成分請求額が確定後の利用者負担額以内であることのチェッ

クは行う。また、請求明細書のその他項目の点検は行う）。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。
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１．３．５ 市町村異動連絡票情報（行政区情報）（E181） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力（※１） 
備考 

新規 変更 終了 

１ 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別するた

めの番号 
◎ ◎ ◎ ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（行

政区情報）に変更等が生じ

た 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM) ） と 連 番 （ 異 動

順）を設定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 コード値 2 

市町村異動連絡票情報（行

政区情報）の異動事由を設

定する 

◎ ◎ ◎ 01（固定値） 

５ 市町村番号 コード値 6 
政令市の市町村番号を設

定する 
◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

６ 

行
政
区
情
報 

行政区番号 コード値 6 行政区番号を設定する ◎ ◎ ◎  

７ 行政区名（カナ） 英数 40 行政区名カナを設定する △ △ △  

８ 行政区名（漢字） 漢字 40 
行政区名を全角文字で設

定する 
◎ ◎ ◎  

９ 有効開始日 コード値 8 
有効開始日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ◎ ◎ 

※２ 

※Ｙ 

１０ 有効終了日 コード値 8 
有効終了日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 
  ◎ ※Ｙ 

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。 

（◎：必須､○：パターン毎に必須、△：任意設定､空白：不要） 

※２：有効開始日は、政令市もしくは政令市の行政区となり、その効力が発生した日付であり、情報の登

録（変更）日ではない。仮に行政区の所在地や連絡先等に変更が生じた場合であっても有効開始日

に変更はない。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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市町村異動連絡票情報 ファイル構成図 

単独市町村レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 
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報
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市町村異動連絡票情報 ファイル構成図 

政令市（行政区毎に分けて管理する場合）レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

： 

： 

市町村異動連絡票情報ファイル 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村異動連絡票情報ファイル 行
政
区
情
報
の
み
に

異
動
が
あ
る
場
合 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村異動連絡票情報（基本情報）レコード 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

： 

市町村異動連絡票情報ファイル 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村異動連絡票情報（独自助成情報）レコード 

： 

行
政
区
情
報
と
市
町

村
情
報
（
独
自
助
成
情

報
）
の
み
に
異
動
が
あ

る
場
合 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

： 

市町村異動連絡票情報ファイル 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村異動連絡票情報（基本情報）レコード 
政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村異動連絡票情報（独自助成情報）レコード 

： 

市
町
村
情
報
（
独
自
助

成
情
報
）
に
も
異
動
が

あ
る
場
合 

 

市町村異動連絡票情報ファイル 

市町村異動連絡票情報（独自助成情報）レコード 

： 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
の
み
に

異
動
が
あ
る
場
合 

 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 
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１．３．６ 受給者訂正連絡票情報（基本情報）（E211） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※Ｂ 

２ 訂正年月日 コード値 8 

受給者台帳情報（基本情報）に訂正

が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）

と連番（異動順）を設定する 

◎ ※Ｙ 

３ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する ◎ 
2：修正 

3：削除 

４ 異動年月日 コード値 8 

受給者台帳情報（基本情報）に変更

等 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定す

る 

◎ ※Ｙ 

５ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者訂正連絡票情報（基本情報）

の異動事由を設定する 
◎ ※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 
受給者証記載の市町村番号を設定

する 
◎ ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 

政令市が受給者を行政区で分けて管

理する場合のみ政令市の市町村番

号を設定する 

○ ※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ◎ ※Ｃ 

１０ 障害区分コード コード値 2 障害区分コードを設定する ◎ ※Ｃ 

１１ 受
給
者
情
報 

受給者氏名（カナ） 英数 25 受給者氏名カナを設定する ◎  

１２ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
◎ ※Ｙ 

１３ 
児
童
情
報 

児童氏名（カナ） 英数 25 児童氏名カナを設定する ○  

１４ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
○ ※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１５ 

障
害
支
援
区
分
情
報 

障害支援区分コード 英数 2 
認定した障害支援区分コードを設定

する 
◎ ※Ｃ 

１６ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

障害支援区分認定有効期間の開始

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ ※Ｙ 

１７ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

障害支援区分認定有効期間の終了

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ ※Ｙ 

１８ 

利
用
者
負
担
上
限
額
情
報 

所得区分コード 英数 2 
決定された所得区分コードを設定す

る 
◎ ※Ｃ 

１９ 個別減免有無 コード値 1 個別減免の有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

２０ 
生保移行防止有無 

（定率負担） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

２１ 利用者負担上限月額 数値 6 利用者負担上限月額を設定する ◎  

２２ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

利用者負担上限月額の有効期間の

開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ ※Ｙ 

２３ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

利用者負担上限月額の有効期間の

終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ ※Ｙ 

２４ 

補
足
給
付
情
報 

補足給付有無 コード値 1 補足給付の有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

２５ 
生保移行防止有無 

（補足給付） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

２６ 補足給付額（日額） 数値 4 補足給付額（日額）を設定する ○  

２７ 
補足給付有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の開始

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ ※Ｙ 

２８ 
補足給付有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の終了

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ ※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

２９ 

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
情
報 

上限額管理有無 コード値 1 上限額管理の有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

３０ 
上限額管理事業所 

番号 
コード値 10 

上限額管理を行う事業所番号を設定

する 
○ ※Ｃ 

３１ 
上限額管理有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

○ ※Ｙ 

３２ 
上限額管理有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

○ 

※Ｙ 

（終了時のみ設

定する） 

３３ 

計
画
相
談
支
援
情
報 

計画相談支援有無 コード値 1 計画相談支援有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

３４ 
計画相談支援 

事業所番号 
コード値 10 

計画相談支援を行う事業所番号を設

定する 
○ ※Ｃ 

３５ 

計画相談支援 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

計画相談支援有効期間の開始年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○ ※Ｙ 

３６ 

計画相談支援 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

計画相談支援有効期間の終了年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○ ※Ｙ 

３７ 

給
付
費
等
の
額
の
特
例
情
報 

市町村が定める額の

適用有無 
コード値 1 

法第三十一条（災害その他の厚生労

働省令で定める特別の事情）に基づく

市町村が定める額の適用有無を設定

する 

◎ 
1:無し  

2:有り 

３８ 市町村が定める額 数値 6 

法第三十一条（災害その他の厚生労

働省令で定める特別の事情）に基づく

市町村が定める額を設定する 

○  

３９ 

市町村が定める額の

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定め

る 額 の 開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

４０ 

市町村が定める額の

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定め

る 額 の 終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

４１ 
特定旧法受給者区分 

（経過措置対象者） 
コード値 1 

特定旧法受給者（経過措置対象者）

の場合に設定する 
◎ 

1:対象外  

2:対象(通所) 

3:対象(入所) 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

４２ 独自助成対象者区分 コード値 1 独自助成対象者の場合に設定する ◎ 
1:対象外  

2:対象 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 介護保険給付対象者有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 重度包括支援対象者有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

４５ 食
事
提
供
体
制
加
算
情
報 

食事提供体制加算 

対象者有無 
コード値 1 

食事提供体制加算対象者有無を設

定する 
◎ 

1:無し  

2:有り 

４６ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

食事提供体制加算適用有効期間の

開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

４７ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

食事提供体制加算適用有効期間の

終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

※１：必須入力 ◎：必須､○：決定内容により必須､△：任意設定､空白：不要 
※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．７ 受給者訂正連絡票情報（支給決定情報）（E221） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※Ｂ 

２ 訂正年月日 コード値 8 

受給者台帳情報（支給決定情報）に訂正が生じ

た年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）を

設定する 

◎ ※Ｙ 

３ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する ◎ 
2：修正 

3：削除 

４ 異動年月日 コード値 8 

受給者台帳情報（支給決定情報）に変更等が生

じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）

を設定する 

◎ ※Ｙ 

５ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（支給決定情報）の異動

事由を設定する 
◎ ※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ◎ ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場

合のみ政令市の市町村番号を設定する 
○ ※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ◎ ※Ｃ 

１０ 決定サービスコード コード値 6 決定したサービスのコードを設定する ◎ ※Ｃ 

１１ 旧障害程度区分等コード 英数 2 
障害児が短期入所する場合の単価区分、旧法

施設の場合の程度区分を設定する 
○ ※Ｃ 

１２ 決定支給量 数値 8 
決定した支給量（上 6 桁整数部､下 2 桁小数部）

を設定する 
○  

１３ １回当たりの最大提供量 数値 5 
居宅介護において１回当たりの最大提供量（上

3 桁整数部下 2 桁小数部）を設定する 
○  

１４ 支給量単位区分 コード値 1 決定した支給量の単位区分を設定する ○ ※Ｃ 

１５ 
決定支給期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

決定サービスの有効期間の開始年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ※Ｙ 

１６ 
決定支給期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

決定サービスの有効期間の終了年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ※Ｙ 

１７ 相互利用対象者区分 コード値 1 
相互利用者対象者の場合、対象者区分を設定

する 
○ 

1:身体 

2:知的 

3:精神 

※１：必須入力 ◎：必須､○：決定内容により必須､△：任意設定､空白：不要 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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受給者訂正連絡票情報 ファイル構成図 

レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

  

： 

市
町
村
単
位
で
１
フ
ァ
イ
ル
（※
） 

 

受給者訂正連絡票情報ファイル 

受給者訂正連絡票情報（基本情報）レコード 

受給者訂正連絡票情報（支給決定情報）レコード 

受給者訂正連絡票情報（支給決定情報）レコード 

受給者訂正連絡票情報（支給決定情報）レコード 

： 

受
給
者
情
報
１
件
分 

 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（基
本
情
報
の
み
の
変
更
） 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（支
給
決
定
情
報
の
み
の
変
更
） 

受給者訂正連絡票情報（基本情報）レコード 

受給者訂正連絡票情報（支給決定情報）レコード 

受給者訂正連絡票情報（支給決定情報）レコード 

※政令市で受給者証に記載する市町村番号を行政区毎に分けている場合であっても、 
政令市単位で 1 ファイルとする 
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１．３．８ 市町村訂正連絡票情報（基本情報）（E261） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力（※１） 
備考 

新規 変更 終了 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ※Ｂ 

２ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（基本情報）

に 訂 正 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定す

る 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

３ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 
2：修正 

3：削除 

４ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（基本情報）

に変更等が生じた年月（西暦年月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定す

る 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

５ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（基本情報）

の異動事由を設定する 
◎ ◎ ◎ 01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 市町村番号を設定する ◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

８ 市町村名（カナ） 英数 40 市町村名カナを設定する △ △ △  

９ 市町村名（漢字） 漢字 40 市町村名を全角文字で設定する ◎ ◎ ◎  

１０ 有効開始日 コード値 8 
有効開始日（西暦年月日 

(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

１１ 有効終了日 コード値 8 
有効終了日（西暦年月日 

(YYYYMMDD)）を設定する 
  ◎ ※Ｙ 

１２ 市町村区分 コード値 1 市町村区分を設定する ◎ ◎ ◎ 

1:単独市町村 

2:政令市 

3:都道府県 

１３ 郵便番号 コード値 7 郵便番号を設定する ◎ ◎ ◎  

１４ 電話番号 英数 15 市町村の電話番号を設定する ◎ ◎ ◎  

１５ 住所（カナ） 英数 75 市町村の住所をカナ文字で設定する △ △ △  

１６ 住所（漢字） 漢字 128 市町村の住所を全角文字で設定する ◎ ◎ ◎  

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。 

（◎：必須､○：パターン毎に必須、△：任意設定､空白：不要） 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．９ 市町村訂正連絡票情報（独自助成情報）（E271） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力（※１） 
備考 

新規 変更 終了 

１ 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別するための番

号 
◎ ◎ ◎ ※Ｂ 

２ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（独自助成

情報）に訂正が生じた年月（西暦年

月（YYYYMM））と連番（異動順）を

設定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

３ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 
2：修正 

3：削除 

４ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（独自助成

情報）に変更等が生じた年月（西暦

年月（YYYYMM））と連番（異動順）

を設定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

５ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（独自助成

情報）の異動事由を設定する 
◎ ◎ ◎ 

01 

（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 市町村番号を設定する ◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

８ 

独
自
助
成
情
報 

助成自治体番号 コード値 6 
助成自治体がある場合、市町村番

号を設定する 
◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

９ 
助成対象サービス 

種類 
コード値 2 

独自助成対象のサービス種類コー

ドを設定する 
◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

１０ 助成率 数値 3 

確定後のサービス種類毎の利用

者負担額に対して、助成する率を

設定する 

◎ ◎ ◎  

１１ 
助成有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の開始年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

１２ 
助成有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の終了年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

  ◎ ※Ｙ 

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。 

（◎：必須､○：パターン毎に必須、△：任意設定､空白：不要） 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。
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１．３．１０ 市町村訂正連絡票情報（行政区情報）（E281） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力（※１） 
備考 

新規 変更 終了 

１ 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別するため

の番号 
◎ ◎ ◎ ※Ｂ 

２ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（行政

区情報）に訂正が生じた年月

（西暦年月（YYYYMM））と連番

（異動順）を設定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

３ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 
2：修正 

3：削除 

４ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（行政

区情報）に変更等が生じた年

月（西暦年月(YYYYMM)）と連

番（異動順）を設定する 

◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

５ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ ◎ ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

６ 異動事由 コード値 2 

市町村異動連絡票情報（行政

区情報）の異動事由を設定す

る 

◎ ◎ ◎ 01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 
政令市の市町村番号を設定す

る 
◎ ◎ ◎ ※Ｃ 

８ 

行
政
区
情
報 

行政区番号 コード値 6 行政区番号を設定する ◎ ◎ ◎  

９ 行政区名（カナ） 英数 40 行政区名カナを設定する △ △ △  

１０ 行政区名（漢字） 漢字 40 
行政区名を全角文字で設定す

る 
◎ ◎ ◎  

１１ 有効開始日 コード値 8 
有 効 開 始 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

１２ 有効終了日 コード値 8 
有 効 終 了 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
  ◎ ※Ｙ 

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。 

（◎：必須､○：パターン毎に必須、△：任意設定､空白：不要） 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。  

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。
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市町村訂正連絡票情報 ファイル構成図 

単独市町村レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村訂正連絡票情報ファイル 

市町村訂正連絡票情報（基本情報）レコード 

市町村訂正連絡票情報ファイル 

市町村訂正連絡票情報（独自助成情報）レコード 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
に
も
訂

正
が
あ
る
場
合 

 

： 

市町村訂正連絡票情報（基本情報）レコード 

市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村訂正連絡票情報ファイル 

市町村訂正連絡票情報（独自助成情報）レコード 
： 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
の
み
に

訂
正
が
あ
る
場
合 

 

市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 
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市町村訂正連絡票情報 ファイル構成図 

政令市（行政区毎に分けて管理する場合）レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

： 

： 

市町村訂正連絡票情報ファイル 

市町村訂正連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村訂正連絡票情報ファイル 
行
政
区
情
報
の
み
に

訂
正
が
あ
る
場
合 

市町村訂正連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村訂正連絡票情報（基本情報）レコード 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

： 

市町村訂正連絡票情報ファイル 

市町村訂正連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村訂正連絡票情報（独自助成情報）レコード 
： 

行
政
区
情
報
と
市
町

村
情
報
（
独
自
助
成
情

報
）
の
み
に
訂
正
が
あ

る
場
合 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

： 

市町村訂正連絡票情報ファイル 

市町村訂正連絡票情報（行政区情報）レコード 

市町村訂正連絡票情報（基本情報）レコード 政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村訂正連絡票情報（独自助成情報）レコード 
： 

市
町
村
情
報
（
独
自
助

成
情
報
）
に
も
訂
正
が

あ
る
場
合 

 

市町村訂正連絡票情報ファイル 

市町村訂正連絡票情報（独自助成情報）レコード 
： 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
の
み
に

訂
正
が
あ
る
場
合 

 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 
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１．３．１１ 受給者情報更新結果情報（基本情報）（E311） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（基本情報）に変更等

が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番

（異動順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（基本情報）に訂正が

生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異

動順）を設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（基本情報）の異動事

由を設定する 
※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する

場合のみ政令市の市町村番号を設定する 
※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ※Ｃ 

１０ 障害区分コード コード値 2 障害区分コードを設定する ※Ｃ 

１１ 受
給
者
情
報 

受給者氏名（カナ） 英数 25 受給者氏名カナを設定する  

１２ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 
※Ｙ 

１３ 
児
童
情
報 

児童氏名（カナ） 英数 25 児童氏名カナを設定する  

１４ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 
※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１５ 

障
害
支
援
区
分
情
報 

障害支援区分コード 英数 2 認定した障害支援区分コードを設定する ※Ｃ 

１６ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
障害支援区分認定有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１７ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
障害支援区分認定有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１８ 

利
用
者
負
担
上
限
額
情
報 

所得区分コード 英数 2 決定された所得区分コードを設定する ※Ｃ 

１９ 個別減免有無 コード値 1 個別減免の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

２０ 
生保移行防止有無 

（定率負担） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

２１ 利用者負担上限月額 数値 6 利用者負担上限月額を設定する  

２２ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
利用者負担上限月額の有効期間の開始年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２３ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
利用者負担上限月額の有効期間の終了年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２４ 

補
足
給
付
情
報 

補足給付有無 コード値 1 補足給付の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

２５ 
生保移行防止有無 

（補足給付） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

２６ 補足給付額（日額） 数値 4 補足給付額（日額）を設定する  

２７ 
補足給付有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２８ 
補足給付有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

２９ 

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
情
報 

上限額管理有無 コード値 1 上限額管理の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

３０ 
上限額管理 

事業所番号 
コード値 10 上限額管理を行う事業所番号を設定する ※Ｃ 

３１ 
上限額管理有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の開始年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３２ 
上限額管理有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の終了年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

（終了時のみ設

定する） 

３３ 

計
画
相
談
支
援
情
報 

計画相談支援有無 コード値 1 計画相談支援有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

３４ 
計画相談支援 

事業所番号 
コード値 10 計画相談支援を行う事業所番号を設定する ※Ｃ 

３５ 

計画相談支援 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
計画相談支援有効期間の開始年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３６ 

計画相談支援 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
計画相談支援有効期間の終了年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３７ 

給
付
費
等
の
額
の
特
例
情
報 

市町村が定める額の

適用有無 
コード値 1 

法第三十一条（災害その他の厚生労働省令で

定める特別の事情）に基づく市町村が定める

額の適用有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

３８ 市町村が定める額 数値 6 

法第三十一条（災害その他の厚生労働省令で

定める特別の事情）に基づく市町村が定める

額を設定する 

 

３９ 

市町村が定める額の

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定める額の開

始年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

※Ｙ 

４０ 

市町村が定める額の

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定める額の終

了年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

※Ｙ 

４１ 
特定旧法受給者区分 

（経過措置対象者） 
コード値 1 

特定旧法受給者（経過措置対象者）の場合に

設定する 

1:対象外  

2:対象(通所) 

3:対象(入所) 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

４２ 独自助成対象者区分 コード値 1 独自助成対象者の場合に設定する 
1:対象外  

2:対象 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 介護保険給付対象者有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 重度包括支援対象者有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

４５ 
食
事
提
供
体
制
加
算
情
報 

食事提供体制加算 

対象者有無 
コード値 1 食事提供体制加算対象者有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

４６ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供体制加算適用有効期間の開始年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

４７ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供体制加算適用有効期間の終了年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．１２ 受給者情報更新結果情報（支給決定情報）（E321） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）に変更

等が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番

（異動順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）に訂正

が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異

動順）を設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（支給決定情報）の異動

事由を設定する 
※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場

合のみ政令市の市町村番号を設定する 
※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ※Ｃ 

１０ 決定サービスコード コード値 6 決定したサービスのコードを設定する ※Ｃ 

１１ 旧障害程度区分等コード 英数 2 
障害児が短期入所する場合の単価区分、旧法

施設の場合の程度区分を設定する 
※Ｃ 

１２ 決定支給量 数値 8 
決定した支給量（上 6 桁整数部､下 2 桁小数部）

を設定する 
 

１３ １回当たりの最大提供量 数値 5 
居宅介護において１回当たりの最大提供量（上 3

桁整数部下 2 桁小数部）を設定する 
 

１４ 支給量単位区分 コード値 1 決定した支給量の単位区分を設定する ※Ｃ 

１５ 決定支給期間（開始年月日） コード値 8 
決定サービスの有効期間の開始年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１６ 決定支給期間（終了年月日） コード値 8 
決定サービスの有効期間の終了年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１７ 相互利用対象者区分 コード値 1 
相互利用者対象者の場合、対象者区分を設定

する 

1:身体 

2:知的 

3:精神 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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受給者情報更新結果情報 ファイル構成図 

レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

： 

市
町
村
単
位
で
１
フ
ァ
イ
ル
（※
） 

 

受給者情報更新結果情報ファイル 

受給者情報更新結果情報（基本情報）レコード 

受給者情報更新結果情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報更新結果情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報更新結果情報（支給決定情報）レコード 

： 

受
給
者
情
報
更
新
結
果
情
報
１
件
分 

受
給
者
情
報
更
新
結
果
情
報
１
件
分 

（基
本
情
報
の
み
の
更
新
） 

受
給
者
情
報
更
新
結
果
情
報
１
件
分 

（支
給
決
定
情
報
の
み
の
更
新
） 

受給者情報更新結果情報（基本情報）レコード 

受給者情報更新結果情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報更新結果情報（支給決定情報）レコード 

※政令市で受給者証に記載する市町村番号を行政区毎に分けている場合であっても、 
政令市単位で 1 ファイルとする 
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１．３．１３ 市町村情報更新結果情報（基本情報）（E361） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（基本情報）に変更等が生じ

た年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定 

する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（基本情報）に訂正が生じた

年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定す

る 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（基本情報）の異動事由を設

定する 
01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 
一般市の場合は、証記載市町村番号を設定し、政令

市の場合は、政令市市町村番号を設定する 
※Ｃ 

８ 市町村名（カナ） 英数 40 市町村名カナを設定する  

９ 市町村名（漢字） 漢字 40 市町村名を全角文字で設定する  

１０ 有効開始日 コード値 8 有効開始日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する ※Ｙ 

１１ 有効終了日 コード値 8 有効終了日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する ※Ｙ 

１２ 市町村区分 コード値 1 市町村区分を設定する 

1:単独市町村  

2:政令市 

3:都道府県 

１３ 郵便番号 コード値 7 郵便番号を設定する  

１４ 電話番号 英数 15 市町村の電話番号を設定する  

１５ 住所（カナ） 英数 75 市町村の住所をカナ文字で設定する  

１６ 住所（漢字） 漢字 128 市町村の住所を全角文字で設定する  

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。
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１．３．１４ 市町村情報更新結果情報（独自助成情報）（E371） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（独自助成情報）

に 変 更 等 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（独自助成情報）

に 訂 正 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

（YYYYMM））と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（独自助成情報）

の異動事由を設定する 
01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 

独
自
助
成
情
報 

助成自治体番号 コード値 6 
助成自治体がある場合、市町村番号を設

定する 
※Ｃ 

９ 
助成対象サービス 

種類 
コード値 2 

独自助成対象のサービス種類コードを設

定する 
※Ｃ 

１０ 助成率 数値 3 
確定後のサービス種類毎の利用者負担

額に対して、助成する率を設定する 
 

１１ 
助成有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の開始年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１２ 
助成有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の終了年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 
※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．１５ 市町村情報更新結果情報（行政区情報）（E381） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）に

変 更 等 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）に

訂 正 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

（YYYYMM））と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（行政区情報）の

異動事由を設定する 
01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 政令市の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 

行
政
区
情
報 

行政区番号 コード値 6 行政区番号を設定する  

９ 行政区名（カナ） 英数 40 行政区名カナを設定する  

１０ 行政区名（漢字） 漢字 40 行政区名を全角文字で設定する  

１１ 有効開始日 コード値 8 
有効開始日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
※Ｙ 

１２ 有効終了日 コード値 8 
有効終了日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
※Ｙ 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。
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市町村情報更新結果情報 ファイル構成図 

単独市町村レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村情報更新結果情報ファイル 

市町村情報更新結果情報（基本情報）レコード 

市町村情報更新結果情報ファイル 

市町村情報更新結果情報（独自助成情報）レコード 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
に
も
更

新
が
あ
る
場
合 

 

： 

市町村情報更新結果情報（基本情報）レコード 
市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村情報更新結果情報ファイル 

市町村情報更新結果情報（独自助成情報）レコード 

： 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
の
み
に

更
新
が
あ
る
場
合 

 

市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 
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市町村情報更新結果情報 ファイル構成図 

政令市（行政区毎に分けて管理する場合）レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

 

： 

： 

市町村情報更新結果情報ファイル 

市町村情報更新結果情報（行政区情報）レコード 

市町村情報更新結果情報ファイル 行
政
区
情
報
の
み
に

更
新
が
あ
る
場
合 

市町村情報更新結果情報（行政区情報）レコード 

市町村情報更新結果情報（基本情報）レコード 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

： 

市町村情報更新結果情報ファイル 

市町村情報更新結果情報（行政区情報）レコード 

市町村情報更新結果情報（独自助成情報）レコード 
： 

行
政
区
情
報
と
市
町

村
情
報
（
独
自
助
成
情

報
）
の
み
に
更
新
が
あ

る
場
合 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

： 

市町村情報更新結果情報ファイル 

市町村情報更新結果情報（行政区情報）レコード 

市町村情報更新結果情報（基本情報）レコード 政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村情報更新結果情報（独自助成情報）レコード 
： 

市
町
村
情
報
（
独
自
助

成
情
報
）
に
も
更
新
が

あ
る
場
合 

 

市町村情報更新結果情報情報ファイル 

市町村情報更新結果情報（独自助成情報）レコード 
： 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
の
み
に

更
新
が
あ
る
場
合 

 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 
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１．３．１６ 受給者台帳情報（基本情報）（E411） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（基本情報）に変更等が

生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動

順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（基本情報）に訂正が生

じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）

を設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（基本情報）の異動事由

を設定する 
※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場合

のみ政令市の市町村番号を設定する 
※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ※Ｃ 

１０ 障害区分コード コード値 2 障害区分コードを設定する ※Ｃ 

１１ 受
給
者
情
報 

受給者氏名（カナ） 英数 25 受給者氏名カナを設定する  

１２ 生年月日 コード値 8 生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する ※Ｙ 

１３ 
児
童
情
報 

児童氏名（カナ） 英数 25 児童氏名カナを設定する  

１４ 生年月日 コード値 8 生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する ※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１５ 

障
害
支
援
区
分
情
報 

障害支援区分コード 英数 2 認定した障害支援区分コードを設定する ※Ｃ 

１６ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
障害支援区分認定有効期間の開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１７ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
障害支援区分認定有効期間の終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１８ 

利
用
者
負
担
上
限
額
情
報 

所得区分コード 英数 2 決定された所得区分コードを設定する ※Ｃ 

１９ 個別減免有無 コード値 1 個別減免の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

２０ 
生保移行防止有無 

（定率負担） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

２１ 利用者負担上限月額 数値 6 利用者負担上限月額を設定する  

２２ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
利用者負担上限月額の有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２３ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
利用者負担上限月額の有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２４ 

補
足
給
付
情
報 

補足給付有無 コード値 1 補足給付の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

２５ 
生保移行防止有無 

（補足給付） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

２６ 補足給付額（日額） 数値 4 補足給付額（日額）を設定する  

２７ 
補足給付有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２８ 
補足給付有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

２９ 

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
情
報 

上限額管理有無 コード値 1 上限額管理の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

３０ 
上限額管理 

事業所番号 
コード値 10 上限額管理を行う事業所番号を設定する ※Ｃ 

３１ 
上限額管理有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の開始年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３２ 
上限額管理有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の終了年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

（終了時のみ

設定する） 

３３ 

計
画
相
談
支
援
情
報 

計画相談支援有無 コード値 1 計画相談支援有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

３４ 
計画相談支援 

事業所番号 
コード値 10 計画相談支援を行う事業所番号を設定する ※Ｃ 

３５ 

計画相談支援 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
計画相談支援有効期間の開始年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３６ 

計画相談支援 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
計画相談支援有効期間の終了年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３７ 

給
付
費
等
の
額
の
特
例
情
報 

市町村が定める額の

適用有無 
コード値 1 

法第三十一条（災害その他の厚生労働省令で定

める特別の事情）に基づく市町村が定める額の

適用有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

３８ 市町村が定める額 数値 6 

法第三十一条（災害その他の厚生労働省令で定

める特別の事情）に基づく市町村が定める額を

設定する 

 

３９ 

市町村が定める額の

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
法第三十一条に基づく市町村が定める額の開始

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

４０ 

市町村が定める額の

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
法第三十一条に基づく市町村が定める額の終了

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

４１ 
特定旧法受給者区分 

（経過措置対象者） 
コード値 1 

特定旧法受給者（経過措置対象者）の場合に設

定する 

1:対象外  

2:対象(通所) 

3:対象(入所) 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

４２ 独自助成対象者区分 コード値 1 独自助成対象者の場合に設定する 
1:対象外  

2:対象 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 介護保険給付対象者有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 重度包括支援対象者有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

４５ 
食
事
提
供
体
制
加
算
情
報 

食事提供体制加算

対象者有無 
コード値 1 食事提供体制加算対象者有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

４６ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供体制加算適用有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

４７ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供体制加算適用有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．１７ 受給者台帳情報（支給決定情報）（E421） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）に変更等

が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動

順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）に訂正が

生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）を

設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（支給決定情報）の異動事

由を設定する 
※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場合の

み政令市の市町村番号を設定する 
※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ※Ｃ 

１０ 決定サービスコード コード値 6 決定したサービスのコードを設定する ※Ｃ 

１１ 旧障害程度区分等コード 英数 2 
障害児が短期入所する場合の単価区分、旧法施設

の場合の程度区分を設定する 
※Ｃ 

１２ 決定支給量 数値 8 
決定した支給量（上 6 桁整数部､下 2 桁小数部）を設

定する 
 

１３ １回当たりの最大提供量 数値 5 
居宅介護において１回当たりの最大提供量（上 3 桁

整数部下 2 桁小数部）を設定する 
 

１４ 支給量単位区分 コード値 1 決定した支給量の単位区分を設定する ※Ｃ 

１５ 決定支給期間（開始年月日） コード値 8 
決定サービスの有効期間の開始年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１６ 決定支給期間（終了年月日） コード値 8 
決定サービスの有効期間の終了年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１７ 相互利用対象者区分 コード値 1 相互利用者対象者の場合、対象者区分を設定する 

1:身体 

2:知的 

3:精神 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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受給者台帳情報 ファイル構成図 

レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

 

市
町
村
単
位
で
１
フ
ァ
イ
ル
（※
） 

 

受給者台帳情報ファイル 

受給者台帳情報（基本情報）レコード 

受給者台帳情報（支給決定情報）レコード 

受給者台帳情報（支給決定情報）レコード 

受給者台帳情報（支給決定情報）レコード 

受
給
者
情
報
１
件
分 

 

※政令市で受給者証に記載する市町村番号を行政区毎に分けている場合であっても、 
政令市単位で 1 ファイルとする 
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１．３．１８ 市町村台帳情報（基本情報）（E461） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（基本情報）に変更等が生じ

た年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）を設

定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（基本情報）に訂正が生じた

年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定

する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（基本情報）の異動事由を

設定する 
01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 
一般市の場合は、証記載市町村番号を設定し、政

令市の場合は、政令市市町村番号を設定する 
※Ｃ 

８ 市町村名（カナ） 英数 40 市町村名カナを設定する  

９ 市町村名（漢字） 漢字 40 市町村名を全角文字で設定する  

１０ 有効開始日 コード値 8 有効開始日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する ※Ｙ 

１１ 有効終了日 コード値 8 有効終了日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する ※Ｙ 

１２ 市町村区分 コード値 1 市町村区分を設定する 

1:単独市町村 

2:政令市 

3:都道府県 

１３ 郵便番号 コード値 7 郵便番号を設定する  

１４ 電話番号 英数 15 市町村の電話番号を設定する  

１５ 住所（カナ） 英数 75 市町村の住所をカナ文字で設定する  

１６ 住所（漢字） 漢字 128 市町村の住所を全角文字で設定する  

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．１９ 市町村台帳情報（独自助成情報）（E471） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票（独自助成情報）に変

更等が生じた年月（西暦年月（YYYYMM）） 

と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（独自助成情報）

に 訂 正 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

（YYYYMM））と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（独自助成情報）

の異動事由を設定する 
01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 

独
自
助
成
情
報 

助成自治体番号 コード値 6 
助成自治体がある場合、市町村番号を設

定する 
※Ｃ 

９ 
助成対象サービス 

種類 
コード値 2 

独自助成対象のサービス種類コードを設

定する 
※Ｃ 

１０ 助成率 数値 3 
確定後のサービス種類毎の利用者負担

額に対して、助成する率を設定する 
 

１１ 
助成有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の開始年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１２ 
助成有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

独自助成の有効期間の終了年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．２０ 市町村台帳情報（行政区情報）（E481） 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）に

変 更 等 が 生 じ た 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 訂正年月日 コード値 8 

市町村異動連絡票情報（行政区情報）に

訂正が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）

と連番（異動順）を設定する 

※Ｙ 

５ 訂正区分コード コード値 1 訂正区分コードを設定する 
2：修正 

3：削除 

６ 異動事由 コード値 2 
市町村異動連絡票情報（行政区情報）の

異動事由を設定する 
01（固定値） 

７ 市町村番号 コード値 6 政令市の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 

行
政
区
情
報 

行政区番号 コード値 6 行政区番号を設定する  

９ 行政区名（カナ） 英数 40 行政区名カナを設定する  

１０ 行政区名（漢字） 漢字 40 行政区名を全角文字で設定する  

１１ 有効開始日 コード値 8 
有効開始日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
※Ｙ 

１２ 有効終了日 コード値 8 
有効終了日（西暦年月日(YYYYMMDD)）

を設定する 
※Ｙ 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。
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市町村台帳情報 ファイル構成図 

単独市町村レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

 

市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

市町村台帳情報ファイル 

市町村台帳情報（基本情報）レコード 

市町村台帳情報ファイル 

市町村台帳情報（独自助成情報）レコード 

市
町
村
情
報
（
独
自

助
成
情
報
）
も
台
帳

に
あ
る
場
合 

 

： 

市町村台帳情報（基本情報）レコード 

市
町
村
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 
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市町村台帳情報 ファイル構成図 

政令市（行政区毎に分けて管理する場合）レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

 

： 

市町村台帳情報ファイル 

市町村台帳情報（行政区情報）レコード 

市町村台帳情報（基本情報）レコード 

政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

 

： 

市町村台帳情報ファイル 

市町村台帳情報（行政区情報）レコード 

市町村台帳情報（基本情報）レコード 政
令
市
単
位
で 

１
フ
ァ
イ
ル 

市町村台帳情報（独自助成情報）レコード 
： 

市
町
村
情
報
（
独
自
助
成
情
報
） 

も
台
帳
に
あ
る
場
合 
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１．３．２１ 受給者情報突合情報（基本情報）（E511） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別するための番

号 
◎ ※Ｂ 

２ 突合区分 コード値 1 
1:突合開始終了内の最新情報 

2:突合開始終了内の全情報 
◎ ※２ 

３ 突合開始年月 コード値 6 
突 合 開 始 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）を設定する 
◎ 

※２ 

※Ｙ 

４ 突合終了年月 コード値 6 
突 合 終 了 年 月 （ 西 暦 年 月

(YYYYMM)）を設定する 
◎ 

※２ 

※Ｙ 

５ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（基本情

報）に変更等が生じた年月（西暦年

月(YYYYMM)）と連番（異動順）を設

定する 

◎ ※Ｙ 

６ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

７ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（基本情

報）の異動事由を設定する 
◎ ※Ｃ 

８ 証記載市町村番号 コード値 6 
受給者証記載の市町村番号を設定

する 
◎ ※Ｃ 

９ 政令市市町村番号 コード値 6 

政令市が受給者を行政区で分けて

管理する場合のみ政令市の市町村

番号を設定する 

○ ※Ｃ 

１０ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ◎ ※Ｃ 

１１ 障害区分コード コード値 2 障害区分コードを設定する ◎ ※Ｃ 

１２ 
受
給
者
情
報 

受給者氏名（カナ） 英数 25 受給者氏名カナを設定する ◎  

１３ 生年月日 コード値 8 
生 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１４ 
児
童
情
報 

児童氏名（カナ） 英数 25 児童氏名カナを設定する ○  

１５ 生年月日 コード値 8 
生 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
○ ※Ｙ 

１６ 
障
害
支
援
区
分
情
報 

障害支援区分コード 英数 2 
認定した障害支援区分コードを設

定する 
◎ ※Ｃ 

１７ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

障害支援区分認定有効期間の開

始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

１８ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

障害支援区分認定有効期間の終

了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

１９ 

利
用
者
負
担
上
限
額
情
報 

所得区分コード 英数 2 
決定された所得区分コードを設定す

る 
◎ ※Ｃ 

２０ 個別減免有無 コード値 1 個別減免の有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

２１ 
生保移行防止有無 

（定率負担） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

２２ 利用者負担上限月額 数値 6 利用者負担上限月額を設定する ◎  

２３ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

利用者負担上限月額の有効期間

の 開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ ※Ｙ 

２４ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

利用者負担上限月額の有効期間

の 終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ ※Ｙ 

２５ 

補
足
給
付
情
報 

補足給付有無 コード値 1 補足給付の有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

２６ 
生保移行防止有無 

（補足給付） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する ◎ 

1:無し  

2:有り 

２７ 補足給付額（日額） 数値 4 補足給付額（日額）を設定する ○  

２８ 
補足給付有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の開

始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

２９ 
補足給付有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の終

了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 



 

- ６３ - 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

３０ 

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
情
報 

上限額管理有無 コード値 1 上限額管理の有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

３１ 
上限額管理 

事業所番号 
コード値 10 

上限額管理を行う事業所番号を設

定する 
○ ※Ｃ 

３２ 
上限額管理有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の開始年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

○ ※Ｙ 

３３ 
上限額管理有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の終了年月

日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

○ 

※Ｙ 

（終了時のみ

設定する） 

３４ 

計
画
相
談
支
援
情
報 

計画相談支援有無 コード値 1 計画相談支援有無を設定する ◎ 
1:無し  

2:有り 

３５ 
計画相談支援 

事業所番号 
コード値 10 

計画相談支援を行う事業所番号を

設定する 
○ ※Ｃ 

３６ 

計画相談支援 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

計画相談支援有効期間の開始年

月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ ※Ｙ 

３７ 

計画相談支援 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

計画相談支援有効期間の終了年

月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

○ ※Ｙ 

３８ 

給
付
費
等
の
額
の
特
例
情
報 

市町村が定める額の

適用有無 
コード値 1 

法第三十一条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく市町村が定める額の適用有

無を設定する 

◎ 
1:無し  

2:有り 

３９ 市町村が定める額 数値 6 

法第三十一条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく市町村が定める額を設定す

る 

○  

４０ 

市町村が定める額の

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定

める額の開始年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

４１ 

市町村が定める額の

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

法第三十一条に基づく市町村が定

める額の終了年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

４２ 
特定旧法受給者区分 

（経過措置対象者） 
コード値 1 

特定旧法受給者（経過措置対象

者）の場合に設定する 
◎ 

1:対象外  

2:対象(通所) 

3:対象(入所) 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

４３ 独自助成対象者区分 コード値 1 独自助成対象者の場合に設定する ◎ 
1:対象外  

2:対象 

４４ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 
介護保険給付対象者有無を設定す

る 
◎ 

1:無し  

2:有り 

４５ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 
重度包括支援対象者有無を設定す

る 
◎ 

1:無し  

2:有り 

４６ 
食
事
提
供
体
制
加
算
情
報 

食事提供体制加算

対象者有無 
コード値 1 

食事提供体制加算対象者有無を設

定する 
◎ 

1:無し  

2:有り 

４７ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 

食事提供体制加算適用有効期間

の 開 始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

４８ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 

食事提供体制加算適用有効期間

の 終 了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ※Ｙ 

※１：必須入力 ◎：必須､○：決定内容により必須､△：任意設定､空白 ： 不要 

※２：突合の対象となる情報は突合条件によりそれぞれ以下のように作成する。 
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（１）突合区分が「1:突合開始終了内の最新情報」の場合 

    設定する「突合開始年月」から「突合終了年月」に該当する異動年月日を持つ受給者の情報を作成

する。同一受給者の情報で複数の履歴が存在する場合は、該当する異動年月日の情報の内、最も新

しい情報について作成する。 

 

   ・「突合開始年月」：2008/04、「突合終了年月」：2008/09 とした場合の例 

受給者情報 

突合開始年月                    突合終了年月 

  2008/04                        2008/09 

  ◆                        ◆ 

作成対象 

受給者Ａ 
    異動年月日 

      ▲(5/1) 
○ 

受給者Ｂ 

新規 
           異動年月日 

             ▲(6/1) 
× 

変更 
                  異動年月日 

                    ▲(8/1) 
○ 

受給者Ｃ 
                               異動年月日 

                                 ▲(11/1) 
× 

 

（２）突合区分が「2:突合開始終了内の全情報」の場合 

    設定する「突合開始年月」から「突合終了年月」に該当する異動年月日を持つ受給者の情報を作成

する。同一受給者の情報で複数の履歴が存在する場合は、該当する異動年月日の全ての情報につ

いて作成する。 

 

  ・「突合開始年月」：2008/04、「突合終了年月」：2008/09 とした場合の例 

受給者情報 

突合開始年月                    突合終了年月 

  2008/04                        2008/09 

  ◆                        ◆ 

作成対象 

受給者Ａ 
    異動年月日 

      ▲(5/1) 
○ 

受給者Ｂ 

新規 
           異動年月日 

             ▲(6/1) 
○ 

変更 
                  異動年月日 

                    ▲(8/1) 
○ 

受給者Ｃ 
                               異動年月日 

                                 ▲(11/1) 
× 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．２２ 受給者情報突合情報（支給決定情報）（E521） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※Ｂ 

２ 突合区分 コード値 1 
1:突合開始終了内の最新情報 

2:突合開始終了内の全情報 
◎  

３ 突合開始年月 コード値 6 突合開始年月（西暦年月(YYYYMM)）を設定する ◎ ※Ｙ 

４ 突合終了年月 コード値 6 突合終了年月（西暦年月(YYYYMM)）を設定する ◎ ※Ｙ 

５ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）に変更等

が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動

順）を設定する 

◎ ※Ｙ 

６ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

７ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（支給決定情報）の異動事

由を設定する 
◎ ※Ｃ 

８ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ◎ ※Ｃ 

９ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場合

のみ政令市の市町村番号を設定する 
○ ※Ｃ 

１０ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ◎ ※Ｃ 

１１ 決定サービスコード コード値 6 決定したサービスのコードを設定する ◎ ※Ｃ 

１２ 
旧障害程度区分等 

コード 
英数 2 

障害児が短期入所する場合の単価区分、旧法施

設の場合の程度区分を設定する 
○ ※Ｃ 

１３ 決定支給量 数値 8 
決定した支給量（上 6 桁整数部､下 2 桁小数部）を

設定する 
○  

１４ 
１回当たりの最大 

提供量 
数値 5 

居宅介護において１回当たりの最大提供量（上 3

桁整数部下 2 桁小数部）を設定する 
○  

１５ 支給量単位区分 コード値 1 決定した支給量の単位区分を設定する ○ ※Ｃ 

１６ 
決定支給期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

決定サービスの有効期間の開始年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ※Ｙ 

１７ 
決定支給期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

決定サービスの有効期間の終了年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 
◎ ※Ｙ 

１８ 相互利用対象者区分 コード値 1 
相互利用者対象者の場合、対象者区分を設定す

る 
○ 

1:身体 

2:知的 

3:精神 

※１：必須入力 ◎：必須､○：決定内容により必須､△：任意設定､空白：不要 
※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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受給者情報突合情報 ファイル構成図 

レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

市
町
村
単
位
で
１
フ
ァ
イ
ル
（※
） 

 

受給者情報突合情報ファイル 

受給者情報突合情報（基本情報）レコード 

受給者情報突合情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報突合情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報突合情報（支給決定情報）レコード 

： 

受
給
者
情
報
１
件
分 

 

： 

： 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（基
本
情
報
の
み
の
突
合
） 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（支
給
決
定
情
報
の
み
の
突
合
） 

受給者情報突合情報（基本情報）レコード 

受給者情報突合情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報突合情報（支給決定情報）レコード 

※政令市で受給者証に記載する市町村番号を行政区毎に分けている場合であっても、 
政令市単位で 1 ファイルとする 
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１．３．２３ 受給者情報突合結果情報（基本情報）（E611） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 突合結果区分 コード値 1 

1:市町村情報のみ存在 

2:国保連情報のみ存在 

3:内容不一致 

※１ 

３ 突合情報区分 コード値 1 
1:市町村保有受給者情報 

2:国保連保有受給者情報 
※１ 

４ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（基本情報）に変更等が

生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番（異動

順）を設定する 

※Ｙ 

５ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（基本情報）の異動事由

を設定する 
※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場

合のみ政令市の市町村番号を設定する 
※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ※Ｃ 

１０ 障害区分コード コード値 2 障害区分コードを設定する ※Ｃ 

１１ 受
給
者
情
報 

受給者氏名（カナ） 英数 25 受給者氏名カナを設定する  

１２ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 
※Ｙ 

１３ 
児
童
情
報 

児童氏名（カナ） 英数 25 児童氏名カナを設定する  

１４ 生年月日 コード値 8 
生年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 
※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１５ 

障
害
支
援
区
分
情
報 

障害支援区分コード 英数 2 認定した障害支援区分コードを設定する ※Ｃ 

１６ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
障害支援区分認定有効期間の開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１７ 

障害支援区分認定 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
障害支援区分認定有効期間の終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１８ 

利
用
者
負
担
上
限
額
情
報 

所得区分コード 英数 2 決定された所得区分コードを設定する ※Ｃ 

１９ 個別減免有無 コード値 1 個別減免の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

２０ 
生保移行防止有無 

（定率負担） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

２１ 利用者負担上限月額 数値 6 利用者負担上限月額を設定する  

２２ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
利用者負担上限月額の有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２３ 

利用者負担上限月額 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
利用者負担上限月額の有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２４ 

補
足
給
付
情
報 

補足給付有無 コード値 1 補足給付の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

２５ 
生保移行防止有無 

（補足給付） 
コード値 1 生保移行防止有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

２６ 補足給付額（日額） 数値 4 補足給付額（日額）を設定する  

２７ 
補足給付有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

２８ 
補足給付有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

補足給付額（日額）有効期間の終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

２９ 

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
情
報 

上限額管理有無 コード値 1 上限額管理の有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

３０ 
上限額管理 

事業所番号 
コード値 10 上限額管理を行う事業所番号を設定する ※Ｃ 

３１ 
上限額管理有効期間 

（開始年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の開始年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３２ 
上限額管理有効期間 

（終了年月日） 
コード値 8 

上限額管理有効期間の終了年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

（終了時のみ

設定する） 

３３ 

計
画
相
談
支
援
情
報 

計画相談支援有無 コード値 1 計画相談支援有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

３４ 
計画相談支援 

事業所番号 
コード値 10 計画相談支援を行う事業所番号を設定する ※Ｃ 

３５ 

計画相談支援 

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
計画相談支援有効期間の開始年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３６ 

計画相談支援 

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
計画相談支援有効期間の終了年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

３７ 

給
付
費
等
の
額
の
特
例
情
報 

市町村が定める額の

適用有無 
コード値 1 

法第三十一条（災害その他の厚生労働省令で定

める特別の事情）に基づく市町村が定める額の

適用有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

３８ 市町村が定める額 数値 6 

法第三十一条（災害その他の厚生労働省令で定

める特別の事情）に基づく市町村が定める額を

設定する 

 

３９ 

市町村が定める額の

有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
法第三十一条に基づく市町村が定める額の開始

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

４０ 

市町村が定める額の

有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
法第三十一条に基づく市町村が定める額の終了

年月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

４１ 
特定旧法受給者区分 

（経過措置対象者） 
コード値 1 

特定旧法受給者（経過措置対象者）の場合に設

定する 

1:対象外  

2:対象(通所) 

3:対象(入所) 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

４２ 独自助成対象者区分 コード値 1 独自助成対象者の場合に設定する 
1:対象外  

2:対象 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 介護保険給付対象者有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 重度包括支援対象者有無を設定する 
1:無し  

2:有り 

４５ 
食
事
提
供
体
制
加
算
情
報 

食事提供体制加算

対象者有無 
コード値 1 食事提供体制加算対象者有無を設定する 

1:無し  

2:有り 

４６ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供体制加算適用有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

４７ 

食事提供体制加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供体制加算適用有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※１：受給者情報突合結果情報は市町村が保有する受給者情報と国保連合会が保有する受給者情報が

以下に示すような状態にあるとき、その結果を返却する。 

  ①市町村提出データに存在し、国保連合会の受給者台帳に存在しない場合は、当該市町村提出デー

タを返却する。 

  ②国保連合会の受給者台帳に存在し、市町村提出データに存在しない場合は、国保連合会の受給者

台帳データを返却する。 

  ③存在するが、内容が一致しない場合は、市町村提出データと国保連合会の受給者台帳データの両

方を返却する。 

   なお、上記①～③の「突合結果区分」と「突合情報区分」の組み合わせは以下の通り。 

ケース 突合結果区分 突合情報区分 

① 1:市町村情報のみ存在 1:市町村保有受給者情報 

② 2:国保連情報のみ存在 2:国保連保有受給者情報 

③ 
3:内容不一致 1:市町村保有受給者情報 

3:内容不一致 2:国保連保有受給者情報 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 
※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 
※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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１．３．２４ 受給者情報突合結果情報（支給決定情報）（E621） 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ※Ｂ 

２ 突合結果区分 コード値 1 

1:市町村情報のみ存在 

2:国保連情報のみ存在 

3:内容不一致 

 

３ 突合情報区分 コード値 1 
1:市町村保有受給者情報 

2:国保連保有受給者情報 
 

４ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給決定情報）に変更

等が生じた年月（西暦年月(YYYYMM)）と連番

（異動順）を設定する 

※Ｙ 

５ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

６ 異動事由 コード値 2 
受給者異動連絡票情報（支給決定情報）の異動

事由を設定する 
※Ｃ 

７ 証記載市町村番号 コード値 6 受給者証記載の市町村番号を設定する ※Ｃ 

８ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場

合のみ政令市の市町村番号を設定する 
※Ｃ 

９ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ※Ｃ 

１０ 決定サービスコード コード値 6 決定したサービスのコードを設定する ※Ｃ 

１１ 旧障害程度区分等コード 英数 2 
障害児が短期入所する場合の単価区分、旧法

施設の場合の程度区分を設定する 
※Ｃ 

１２ 決定支給量 数値 8 
決定した支給量（上 6 桁整数部､下 2 桁小数部）

を設定する 
 

１３ １回当たりの最大提供量 数値 5 
居宅介護において１回当たりの最大提供量（上3

桁整数部下 2 桁小数部）を設定する 
 

１４ 支給量単位区分 コード値 1 決定した支給量の単位区分を設定する ※Ｃ 

１５ 決定支給期間（開始年月日） コード値 8 
決定サービスの有効期間の開始年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１６ 決定支給期間（終了年月日） コード値 8 
決定サービスの有効期間の終了年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

１７ 相互利用対象者区分 コード値 1 
相互利用者対象者の場合、対象者区分を設定

する 

1:身体 

2:知的 

3:精神 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 市町村編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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受給者情報突合結果情報 ファイル構成図 

レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

市
町
村
単
位
で
１
フ
ァ
イ
ル
（※
） 

 

受給者情報突合結果情報ファイル 

受給者情報突合結果情報（基本情報）レコード 

受給者情報突合結果情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報突合結果情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報突合結果情報（支給決定情報）レコード 

： 

受
給
者
情
報
１
件
分 

 

： 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（基
本
情
報
の
み
の
突
合
） 

受
給
者
情
報
１
件
分 

（支
給
決
定
情
報
の
み
の
突
合
） 

受給者情報突合結果情報（基本情報）レコード 

受給者情報突合結果情報（支給決定情報）レコード 

受給者情報突合結果情報（支給決定情報）レコード 

※政令市で受給者証に記載する市町村番号を行政区毎に分けている場合であっても、 
政令市単位で 1 ファイルとする 
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１．３．２５ 取込エラーリスト 

 
 （１） 受給者台帳取込エラーリスト（ECA1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 

 
 （２） 市町村台帳取込エラーリスト（ECB1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 

 
 （３） 受給者情報突合情報取込エラーリスト（ECC1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 

 
 
１．３．２６ 受付点検エラーリスト 

 
 （１） 受給者台帳受付点検エラーリスト（基本情報）（EDA1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 

 
 （２） 受給者台帳受付点検エラーリスト（支給決定情報）（EDB1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 

 
 （３） 市町村台帳受付点検エラーリスト（基本情報）（EDC1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 

 
 （４） 市町村台帳受付点検エラーリスト（独自助成情報）（EDD1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 

 
 （５） 市町村台帳受付点検エラーリスト（行政区情報）（EDE1） （ＰＤＦ） 

ＰＤＦ出力情報であるため、項目を記載していません 
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１．４ 異動連絡票情報と訂正連絡票情報の作成方法 

＜基本的な考え方＞ 

①レコード項目は全て設定して異動連絡票情報を作成する。 

（変更しない項目も設定して異動連絡票情報を作成する） 

②初期値で設定された項目は、国保連合会にてそのまま台帳に更新する。 

（国保連合会で未設定項目についての充当は行わない） 

③基本情報のみに変更がある場合、支給決定情報を作成する必要はない。 

④支給決定情報のみに変更がある場合、基本情報を作成する必要はない。 

また、支給決定情報が複数ある場合は、変更があるレコード情報のみを作成する。 

 

＜国保連合会における異動連絡票情報と訂正連絡票情報の状態＞ 

異動連絡票情報は、国保連合会が障害福祉サービスの請求点検及び支払を行うために必要な情報

である。国保連合会は、市町村から提供された異動連絡票情報を異動年月日の順番に積み上げること

により、請求点検及び支払処理において、サービス提供月の受給者の障害支援区分や利用者負担上

限月額等の支給決定内容を参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、訂正連絡票情報は、既に国保連合会に提供した異動連絡票情報を訂正する場合に作成する。

異動連絡票情報と訂正連絡票情報提出後の国保連合会におけるデータの状態は以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異動 
年月日 

異動 
区分 

異動 
事由 

証記載 
市町村番号 

受給者証番号 
受給者 
氏名 

20080401 1:新規 01 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 

20080601 2:変更 99 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 

20080701 2:変更 99 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 

20080901 2:変更 99 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 

 

4 月、5 月の情報として取扱う 

6 月の情報として取扱う 

7 月、8 月の情報として取扱う 

9 月以降の情報として取扱う 

① 
② 

③ 
④ 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

市町村にて作成された 

異動連絡票情報 
①  ② ③  ④  

国保連合会における 

異動連絡票情報の状態 
 ①  ② ③  ④ 

パ
タ
ー
ン
１ 

5 月に①→Ⅰに訂正  Ⅰ      

国保連合会における 

異動連絡票情報の状態 
 ①→Ⅰ      

パ
タ
ー
ン
２ 

7 月に①→Ⅰ、②→Ⅱ 

に訂正 
   

Ⅰ 

Ⅱ 
   

国保連合会における 

異動連絡票情報の状態 
 ①→Ⅰ  ②→Ⅱ    

パ
タ
ー
ン
３ 

8 月に①→Ⅰ、②→Ⅱ 

③→Ⅲに訂正 
    

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

  

国保連合会における 

異動連絡票情報の状態 
 ①→Ⅰ  ②→Ⅱ ③→Ⅲ   

パ
タ
ー
ン
４ 

10 月に 6 月の異動 

情報を追加 
      ⑤ 

国保連合会における 

異動連絡票情報の状態 
 ① ⑤ ② ③  ④ 
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１．４．１ 異動連絡票情報の作成方法 

（１）異動連絡票情報作成のタイミング 
  受給者や市町村の情報に新規・追加・変更・終了が生じた場合に作成し、国保連合会に提出する。 

   ・同月内に 2 回以上変更がある場合、複数の変更を 1 つの異動連絡票情報とすることも可能。 

   ・同一日に複数の変更がある場合、1 つの異動連絡票情報にする。（2 つ目がエラーとなる） 

  ※異動連絡票情報を提出し、内容チェックでエラーがあった場合、異動連絡票情報に対する取込エラ

ーリスト（ＰＤＦ）、受付点検エラーリスト（ＰＤＦ）が国保連合会より提供される。その内容を基にエラ

ー箇所を修正し、異動連絡票情報（差分）を再度提出する（訂正連絡票情報での修正ではない）。 

 

① 9 月 10 日に障害支援区分の変更が適用され、9 月 25 日に受給者氏名（カナ）も変更した受給者の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、同一日に複数回変更を行った場合には、複数の変更を 1 つの異動連絡票情報にまとめること。 

同じ市町村や受給者の情報で同一異動年月日のデータが複数存在する場合、2 番目以降のデータは

重複エラーとなり国保連合会のシステムには取り込まれない。 

 

② 9 月 10 日に障害支援区分を変更し、同日に上限額管理事業所を変更した受給者の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

受給者氏名 

（カナ） 

障害支援区分

認定有効期間

(開始年月日) 

障害支援区分

認定有効期間

(終了年月日) 

9/10 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 9/10 12/31 

9/25 141003 0000000010 ﾌｸｼ ﾀﾛｳ 9/10 12/31 

 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

受給者氏名 

（カナ） 

障害支援区分

認定有効期間

(開始年月日) 

障害支援区分

認定有効期間

(終了年月日) 

200809 

01 
2:変更 99 141003 0000000010 ﾌｸｼ ﾀﾛｳ 9/10 12/31 

 

月末に異動連絡票情報を一括作成 

市町村の受給者情報 

異動連絡票情報 

変更日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

障害支援 

区分 

上限額管理 

事業所番号 

9/10 141003 0000000010 21 1470000010 

9/10 141003 0000000010 21 1470012340 

 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

受給者氏名 

（カナ） 

障害支援 

区分 

上限額管理 

事業所番号 

200809 

01 
2:変更 99 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 21 1470012340 

 

月末に異動連絡票情報を一括作成 

A 
B 

市町村の受給者情報 

A、B の変更を 1 つにまとめた異動連絡票情報を作成する。 

（別々に作成した場合、B の変更による異動連絡票情報はエラーとなる。） 
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（２）異動連絡票情報の作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

①受給者異動連絡票情報（基本情報・支給決定情報）新規作成 

・市町村にて 3 月 10 日に新規支給決定された受給者の異動連絡票情報を作成し、4 月 1 日に提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②受給者情報の変更 

・6 月 10 日の上限額管理事業所の変更により、市町村の受給者情報を変更 

 

 

 

 

③②変更分の受給者異動連絡票情報（基本情報）作成 

・市町村にて 6 月 10 日に変更された内容について異動連絡票情報を作成し、7 月 1 日に提出（変更し

ない項目も設定する。また、変更がない支給決定情報については、異動連絡票情報を作成しない。） 

 

 

 

 

 

③ 障害支援区分変更に伴う受給者情報の変更 

・9 月 10 日の障害支援区分変更により、市町村の受給者情報を変更 

 

 

 

 

 

⑤④変更分の受給者異動連絡票情報（基本情報）作成 

・市町村にて 9 月 10 日に変更された内容について異動連絡票情報を作成し、10 月 1 日に提出（変更し

ない項目も設定する。また、変更がない支給決定情報については、異動連絡票情報を作成しない。） 

 

 

 

4 月 7 月 5 月 

① 4/1 新規受給者 

    情報提出 

②6/10 上限額管理事業所 

    の変更 
④9/10 障害支援区分変更 

6 月 8 月 9 月 10 月 

⑤10/1 変更分の 

    情報提出 
③7/1 変更分の 

    異動連絡票情報提出 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動 

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

障害支援

区分 

障害支援区分

認定有効期間

(開始年月日) 

障害支援区分 

認定有効期間 

(終了年月日) 

上限額管理 

事業所番号 

200803 

01 
1:新規 01:取得 141003 0000000010 21 3/10 9/30 1470100010 

 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動 

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

障害支援 

区分 

障害支援区分 

認定有効期間 

(開始年月日) 

障害支援区分 

認定有効期間 

(終了年月日) 

上限額管理 

事業所番号 

200806 

01 
2:変更 99:その他 141003 0000000010 21 3/10 9/30 1470212345 

 

変更日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

障害支援 

区分 

障害支援区分 

認定有効期間 

(開始年月日) 

障害支援区分 

認定有効期間 

(終了年月日) 

9/10 141003 0000000010 22 9/10 9/30 

 

変更日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

障害支援 

区分 

上限額管理 

事業所番号 

6/10 141003 0000000010 21 1470212345 

 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動 

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

障害支援 

区分 

障害支援区分 

認定有効期間 

(開始年月日) 

障害支援区分 

認定有効期間 

(終了年月日) 

上限額管理 

事業所番号 

200809 

01 
2:変更 99:その他 141003 0000000010 22 9/10 9/30 1470212345 

 

基
本
情
報 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動 

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

決定支給期間

(開始年月日) 

決定支給期間 

(終了年月日) 

200803 

01 
1:新規 01:取得 141003 0000000010 3/10 9/30 

 

支
給
決
定
情
報 

基
本
情
報 
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１．４．２ 訂正連絡票情報の作成方法 

（１）訂正連絡票情報作成のタイミング 
  過去に遡り既に国保連合会に提出し、台帳に登録されたものと同一異動年月日のデータを置き換え、 

または、削除する場合に作成し、国保連合会に提出する。 

  ・対象データが複数存在する場合は、対象データ全ての訂正連絡票情報を作成する。 
 

① 4 月 1 日に変更された受給者の障害支援区分を「21」から「22」に訂正した場合の例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・異動年月日と異動区分は既に国保連合会の台帳に登録されているものと同じにする。 

・訂正しない支給決定情報については、訂正連絡票情報を作成しない。訂正しない項目も設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正連絡票情報を作成 

変更日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 受給者氏名 

障害支援 

区分 

4/1 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 21 

 

変更前の情報 

訂正連絡票情報 

訂正 

年月日 

訂正 

区分 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動 

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

障害支援 

区分 

200805 

01 
2:修正 

200804 

01 
2:変更 99:その他 141003 0000000010 22 

 

訂正日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 受給者氏名 

障害支援 

区分 

5/15 141003 0000000010 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ 22 
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（２）訂正連絡票情報の作成例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

①受給者情報の訂正 

・4 月 1 日に提出した異動連絡票情報について受給者氏名に誤りがあり、10 月 20 日に市町村にて 

受給者氏名を訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②提出済みの異動連絡票情報に対する訂正連絡票情報を作成 

・4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日に提出した異動連絡票情報に対して、訂正連絡票情報を作成し、 

10 月 25 日に提出（当該訂正に関係する提出済み異動連絡票情報全てに対して作成する） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 7 月 5 月 

4/1 新規受給者 

   情報提出 

6/10 受給者氏名 

   の変更 
9/10 障害支援区分 

の変更 

6 月 8 月 9 月 10 月 

10/1 障害支援区分 

変更情報提出 
7/1 変更分の 

   異動連絡票情報提出 
②10/25 訂正連絡票 

情報提出 

①10/20 受給者氏名 

の訂正 

決定日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

受給者氏名 

（カナ） 

障害支援

区分 

4/1 141003 0000000010 △△△ △△△ 21 

 

訂正 

年月日 

訂正 

区分 

異動 

年月日 

異動 

区分 

異動 

事由 

証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

受給者氏名 

（カナ） 

200810 

01 
2:修正 

200803 

01 
1:新規 01:取得 141003 0000000010 ○○○ ○○○ 

200810 

01 
2:修正 

200806 

01 
2:変更 99:その他 141003 0000000010 ○○○ ○○○ 

200810 

01 
2:修正 

200809 

01 
2:変更 99:その他 141003 0000000010 ○○○ ○○○ 

 

訂正日 
証記載 

市町村番号 
受給者証番号 

受給者氏名 

（カナ） 

障害支援

区分 

10/20 141003 0000000010 ○○○ ○○○ 21 

 

訂正 
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１．４．３ 受給者異動連絡票情報の異動区分等の設定方法 

＜異動区分の設定ルール＞ 

  ・「新規」⇒「変更」⇒「終了」の順序で設定する（「新規」⇒「終了」も可）。 

  ・「新規」は前履歴が存在しないか、前履歴の異動区分が「終了」の場合に設定する。 

  ・「変更」「終了」は前履歴が存在し、異動区分が「新規」か「変更」の場合に設定する。 

 

＜異動連絡票情報の異動年月日と各種開始・終了年月日の設定ルール＞ 

  ・異動区分が「新規」の場合、各種開始年月日は異動年月以前の年月日を設定する。 

  ・異動区分が「変更」の場合、各種開始年月日は異動年月内で前履歴の開始年月日以降を設定する。 

   なお、変更しない開始年月日は、前履歴と同一の年月日を設定する。 

  ・異動区分が「終了」の場合、各種終了年月日は異動年月内の年月日を設定する。 

   なお、各種開始年月日は、前履歴と同一の年月日を設定する。 

 

（１）新規支給決定の情報を作成する場合 

   ・基本情報・支給決定情報の異動区分を全て「1:新規」で作成する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E111(基本情報) 20080401 1:新規   

E121(支給決定情報 01) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

E121(支給決定情報 02) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

 ※次のサービスグループについては、原則として支給決定情報の決定支給期間の終期を合わせる。 

   ①居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、児童デイサービス及び短期入所 

   ②生活介護、旧法施設支援（通所）、自立訓練、就労支援及び就労継続支援 

   ③施設入所支援は、その他施設障害福祉サービスに係る支給決定の有効期間を超えないこと。 

（通常は同一の有効期間で支給決定） 

 

（２）決定サービスを追加する場合 

   ・異動区分は「1:新規」で追加する支給決定情報のみを作成する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 03) 20080501 1:新規 20080515 20090430 

   ※既に支給決定している決定サービスがあれば、決定支給期間（終了年月日）を合わせる。 

 

（３）利用者負担上限額情報のみを変更する場合 

   ・異動区分は「2:変更」で変更する基本情報のみを作成する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
利用者負担上限月額 

有効期間（開始年月日） 

E111(基本情報) 20080601 2:変更 20080601 

   ※利用者負担上限月額有効期間（開始年月日）は有効とする月の初日を設定する。 

    （月途中の年月日を設定することはできない。補足給付情報の変更方法も同一である。） 

 

（４）障害支援区分情報のみを変更する場合 

   ・異動区分は「2:変更」で変更する基本情報のみを作成する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
障害支援区分認定 

有効期間（開始年月日） 

E111(基本情報) 20080701 2:変更 20080715 

   ※障害支援区分認定有効期間（開始年月日）は実際に有効となる開始年月日を設定する。 
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（５）1 部の決定サービスの支給量のみを変更する場合 

   ・異動区分を「2:変更」で変更する支給決定情報のみを作成する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

E121(支給決定情報 01) 20080801 2:変更 20080801 

   ※決定支給期間（開始年月日）は有効とする月の初日を設定する。 

 

（６）1 部の決定サービスを支給決定取消とする場合（その他内容に変更等なし） 

   ・異動区分を「3:終了」で変更する支給決定情報のみを作成する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 03) 20080901 3：終了 20080920 

   ※決定支給期間（終了年月日）を設定する。 

 

（７）死亡等により支給決定取消とする場合 

   ・基本情報・支給決定情報の異動区分を全て「3:終了」で作成する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E111(基本情報) 20081001 3:終了   

E121(支給決定情報 01) 20081001 3:終了 20080801 20081020 

E121(支給決定情報 02) 20081001 3:終了 20080401 20081020 

   ※受給者の有効な下記有効期間の終了年月日に同一日を設定する。 

    【E111(基本情報)】 

     障害支援区分認定有効期間、利用者負担上限月額有効期間、補足給付有効期間、 
上限額管理有効期間、計画相談支援有効期間、市町村が定める額の有効期間、食事提供体制

加算適用有効期間 
    【E121(支給決定情報)】 

     決定支給期間 

 

（８）新規支給決定から決定支給期間を更新する場合 

  （障害支援区分認定有効期間は有効で、利用者負担関係も併せて更新する場合） 

   ・基本情報・支給決定情報の異動区分を「2:変更」で作成する。 

 

    ①新規支給決定 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
障害支援区分認定有効期間 

利用者負担上限月額 

有効期間 

開始年月日 終了年月日 開始年月日 終了年月日 

E111(基本情報) 20080401 1:新規 20080410 20110430 20080410 20090430 
 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 01) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

E121(支給決定情報 02) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

 

    ②決定支給期間の更新 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
障害支援区分認定有効期間 

利用者負担上限月額 

有効期間 

開始年月日 開始年月日 開始年月日 終了年月日 

E111(基本情報) 20090501 2:変更 20080410 20110430 20090501 20100430 
 

情報区分 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 01) 20090501 2:変更 20090501 20100430 

E121(支給決定情報 02) 20090501 2:変更 20090501 20100430 

   ※各種期間を更新する場合は、前回の終了年月日の翌日を開始年月日に設定する。 



 

- ８２ - 

 

（９）新規支給決定後、決定サービスの有効期間が満了し、決定支給期間（終了年月日）から期間が 

あいて再度同サービスを支給決定する場合（障害支援区分認定有効期間は有効な場合） 

   ・基本情報・支給決定情報ともに異動区分は「2:変更」で作成する。 

 

    ①新規支給決定 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
障害支援区分認定有効期間 

利用者負担上限月額 

有効期間 

開始年月日 終了年月日 開始年月日 終了年月日 

E111(基本情報) 20080401 1:新規 20080410 20110430 20080410 20090430 
 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 01) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

E121(支給決定情報 02) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

 

    ②再支給決定 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
障害支援区分認定有効期間 

利用者負担上限月額 

有効期間 

開始年月日 開始年月日 開始年月日 終了年月日 

E111(基本情報) 20090501 2:変更 20080410 20110430 20090510 20100531 
 

情報区分 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 01) 20090501 2:変更 20090510 20100531 

E121(支給決定情報 02) 20090501 2:変更 20090510 20100531 

   ※支給決定情報の前履歴より期間があいていても異動区分は「2：変更」とする。 

 

（１０）新規支給決定後、障害支援区分認定有効期間と決定サービスの決定支給期間が満了し、 

障害支援区分認定有効期間（終了年月日）と決定支給期間（終了年月日）から期間があいて 

再度同サービスを支給決定する場合 

    ・再度支給決定する基本情報・支給決定情報の異動区分を「2:変更」で作成する。 

 

    ①新規支給決定 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
障害支援区分認定有効期間 

利用者負担上限月額 

有効期間 

開始年月日 終了年月日 開始年月日 終了年月日 

E111(基本情報) 20080401 1:新規 20080410 20090430 20080410 20090430 
 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 01) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

E121(支給決定情報 02) 20080401 1:新規 20080410 20090430 

 

    ②再支給決定 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
障害支援区分認定有効期間 

利用者負担上限月額 

有効期間 

開始年月日 開始年月日 開始年月日 終了年月日 

E111(基本情報) 20090501 2:変更 20090510 20100531 20090510 20100531 
 

情報区分 異動年月日 異動区分 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E121(支給決定情報 01) 20090501 2:変更 20090510 20100531 

E121(支給決定情報 02) 20090501 2:変更 20090510 20100531 

   ※基本情報、支給決定情報ともに前履歴より期間があいていても異動区分は「2:変更」とする。 

 

↑終了後 1 ヶ月程度あいて再度支給決定する。 

↑終了後 1 ヶ月程度あいて再度支給決定する。 



 

- ８３ - 

 

（１１）障害児が障害者になる場合（2009 年 4 月 15 日から障害者となる） 

   障害児の情報の異動区分を「3:終了」で作成し、新たに障害者の情報の異動区分を「1:新規」で作成

する。その際、受給者証番号は別で設定する。 

 

    ①障害児の終了情報 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 受給者証番号 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E111(基本情報) 20090401 3:終了 1111111111   

E121(支給決定情報 01) 20090401 3:終了 1111111111 20080410 20090414 

E121(支給決定情報 02) 20090401 3:終了 1111111111 20080410 20090414 

   ※受給者の有効な期間の終了年月日に同一日を設定する。 

 

    ②障害者の新規支給決定情報 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 受給者証番号 
決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

E111(基本情報) 20090401 1:新規 2222222222   

E121(支給決定情報 01) 20090401 1:新規 2222222222 20090415 20100430 

E121(支給決定情報 02) 20090401 1:新規 2222222222 20090415 20100430 

 

（１２）障害児を障害者とみなして扱う場合（※） 

   受給者異動連絡票情報も障害者として扱い作成する。 

   ・受給者氏名を設定し、児童氏名は設定しない。また、障害支援区分コードは設定する。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
受給者氏名 

（カナ） 

児童氏名 

（カナ） 

障害支援区分 

コード 

E111(基本情報) 20080401 1:新規 ｼﾞﾘﾂ ﾀﾛｳ － 25(区分 5) 

 

   ・決定サービスコードも障害者の決定コードを設定する。 

（障害者とみなして扱うため、児童デイの決定サービスコードは設定しないこと）。 

交換情報識別番号 異動年月日 異動区分 
決定サービス 

コード 

決定支給期間 

(開始年月日) 

決定支給期間 

(終了年月日) 

E121(支給決定情報 01) 20080401 1:新規 
112000 

(居宅介護家事援助決定) 
20080410 20090430 

E121(支給決定情報 02) 20080401 1:新規 
241000 

(短期入所障害者決定) 
20080410 20090430 

 

 （※）児童福祉法 63 条の 2 及び第 63 条の 3 の規定に基づき 15 歳以上 18 歳未満の児童が障害者の

みを対象とするサービスを利用する場合の申請及び精神保健福祉センターの意見等に基づき精神

障害者である児童が障害者のみを対象とするサービスを利用する場合の申請は、当該障害児が

障害者とみなされることから、当該障害児が支給申請を行う。 

当該障害児が障害児を対象とするサービスについても併せて利用する場合は、当該サービスにつ

いても障害者とみなして扱う。 

 


